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台湾決ての引税(?);@担におげ品三百分以殺詞))、の機能 (1

なかッたため、出己をめくる干Jず予ない〕五Hiiうよに閲する主張はそれほと

多くはなかった¥しかし、台湾でも、 irL+r、l中日絞対廷のJsJJDI及ワ l高

齢化列会ーという、 定以↑の経済的成J);合J3Fめた同々じ共通の現象

かえられる"経済成長のや;と Lては、 I';IR 人吋た :1の Cl¥コ(土 九1l.

{[~. (') H.，') ;".ノレから、 -CCT[守の E~ ，(ì州ドルにまで増加した #f~斉の成長

によリ、句人財芯ひし hてiJ甘口;渋されるべ主湾政はj行たしてし、くと下立γc

きるつ国廷の平均余命も、 A六六立の男十字65.2歳、女件仰 り、

ひっ凶年の男性73.SK:弘、久性79.7ばまで延nてc'る Tri寄与?会の )n:齢

化の程度(土、 rノ、ほどでは主~、が、 7lI1f，~ (j)総司資料をみると、社会全体

の応鈴化問市]が若実 l こ ;tヒんでいることは明らかであ .i~， (， ¥ぷ /を参 o

く表 〉 台湾地区人口数三段階年齢構造

十 1.;成仏1 15 ~~ 6~ t~!昔 (I){，) 日5歳以[， ((}o") 

lSl(均年 44，ll ~):'j . ~、j 2. '( 

197G年 3/1.7 61.7 3.6 

1 ~)同年 却 の 6に 7 ト〉

18D6:(1 23.1 69.() ケ7.8

:2 üO~) 午 ょ己 7 7l..i 9γ 

(1， ; '1;';'氏問jJ-.j~Ý~おrî :;九九口司法計午認にぶるj

十|会の高齢化の矧 i司j ゆ去に、被訓抗ーへの主総も村:~主人の年比も、これ

までの時代と注ベて、ふ11当lこ品約fヒしている n そのため、最近、相続減

給付には、相続人iよ白らとの基按または家族のん討をす℃ Jニ主主さー:..:.tf

亡いる q つまり、これまどの iU.-f~ とえ.~ミると、相続人のF↑1'f号が情忠γ~H~

1:依存する記、要性(土少な〈なっている J ドイツの学者;ーよれば、家肢の

対声きを会i)"1主ぐこ;のれ済いちな.12;肢が花J薄になってν、くと、家族の結び

つ主はn~件、イにすると H~11;:j されて'.. ;る三さらにこのことは、相続辻、にー

つの児なる 手午える三ととなるつら告 に、法相絞人がその防レ?のノム

が人を日ら決定するピ、要性は増大して C'るということであるーすなわち、

'~雪山花 11rT湾における 1貴J:'，-'ì };'-.;ffl~庭( t;) ，J ! ，*~時?日仁九八号 f 九九イ|jJ、f!.

fノトブ"一向 e ンー、?/~背雨、 .1、 F耳，}:~品訳 r' r'，'-:j$'Uイヒネキ会における地紋:1、山
t士すみ ドイヅ，:::1，，:;--る主た肢と

以 }ι三1
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1421 



.j， 
l州 口元

被将来主人が12コEどのつリ1支を手:1111Lc、日 ;;l(1)対琶をいかに同Jうtするかを

決めるウぃスが1日Jcjる。したがって、 l室設相続に関 1る紛争、特に達

三の治加がもたらいたj宣告1 分の紛予 l止、必然的 I~}当えていくこ予想えれ

第一に、け、 í-E.相絞の正当作及びa-、Fii主的な ì}当刊の恨:V~が部分的に疑

わしくな〉て#たコ今~]:\い兵 J i1して#た IJ、こ相続:土、被相続人が湾戸を

殺してし、ない場合ド、その遺産の配分ブJi:士主定めたものであるハ法定伝

統的対~í三は~月It存性をもち、ぞれ日体は問題とならな ν寸\もっ l も問題

となる記);j} は、;}、~J二村|続から派生 j る遺留 j}(こ問寸るものである、)民一i当

分l土、 々 52主ii.:併の法だ指針人に :<'j して、法律が保I;~j:f.;乙 i宣 !.~f のM低恨の

取り 7tであるひその fTi去にl土、財産にぶって結びっし、/ご家族のが合とい

う迷念が存在Lている Lかし、現代子1会:ごおL ては、活;放の結子「がDD

くなり、それぞれ別居し亡いるこ tJ土ノL'なくないv かくして、遺留分後

ないし法定相続の王当':'1 をこれまで返リ紺 J干しうるかの再検討が:白1~g と

2-れること lなる}

総じてしえ:工、字上土-;(j) 高指令ノ己反 (F~右人日オi歪 U)土骨 l];: ，1:しう5孔象は、桐え完

対主主 (J) 容↓を i曽ベコ Lた U さらに、家銭関係O):t:~;-!，þ，:が弱くな之ことにより、

被花あV、が選三を用いて法定抱絞と異なる割台で則芹を処分「ることも

ますます増tllLているかも、 j宣言:土特定の者ヰ優遇するl人Iii宇もう

ものが多L ため、 iRi己をめぐる紛争主増える一万である n →五百てお1迂辺さ

れなかった相続人iよ、ま F吋該 l不公よ乙なJ室戸 lの効}jG 1本を手おうと

するわこの与法t.:lってもなお日約を:if:bkご主 1にい場介に、これらの朽

続人:立、いわば最1廷のう万場J~ほとして、法が'f-~~-中 L てくれた 長小裂の

社Z:-)うJ:てある:j:~!i 笛旬、 l をニ目長するこ;となる L た治って、北~-i戸に

{三，，で、遺 iV 缶、 lこ関寸ゐ沿-~も ;MJ;D してい:ことが下さiLるコ

ぷり光ぃ高齢化相会ゃ経法成長手i茎げたは五(止、現T，に干のよう

な現象 0{3c牛している遺百に渇しでは、ほ太では、日{和以c)年!古から、

仁三千i柾丹波口及び公正証書清己 Ih、ずれも増加 Lごしるヌ 演習う上に問

。小83!\.亜;寸ニ '11 等託手l;遺百 (i)'1-é~τ i塁百戸り検it事仰の哉~ft九:1_'誌を踏まえ

て久頁 IJ.、 i苦編集代表j'.ift~. と E31耳 )f むを J宣 -'---j") ~リ 1 本評ALK十、 。lご

-{S')八四頁日

1431 ~lìJ、 Sli4'4:l~つ 196全



台湾決ての引税(?);@担におげ品三百分以殺詞，)、の機能 {1

ーする紛干の増加l止、最高扶判決を見るとけごも、、りワ立八{rかり付"=1'1

杭i芝現れ、とりわけ平成 lコ:ir:こは立件の判決がト与れている。これに

対!〆て、:立法1;&の ;tf~~十資料が見つからないが、の最高法

涜 (H不の最高裁;f刈勺 j がj江主 j、した遺fHう〕ド関する判Ji疋件数は;;m皆

に嬬えている。只体的には、民i)、十日続慌の泡干J (， 九六 ir-)から 九

九 4までJ)/:..c、i.'q=:.聞に;土、 1L{干の判決しかなかったのにJI:~亡、 九

JL 午から現11までの コ主年間にはau、同件数の判iJjこが玩れている¥

将来においても、相Ht.=I，~~ ;辺1る紛争はよ白えつづけると与えられるし

2，研究動機と自釣

Lj~ した通:.'}、七会の高~f~1乙及び小人 ßt注の.t(!i万ι:γ よって、桝絞の忠、

誌が変 JこしてL るほか、桁f売に1#1-，る続争もi官えている n この状f毘¥.~透

切に対lヘすべく、相続リ、0)石!f0't:L主六円欠である v このよへな前廷の下で、

以 hでは、台湾の情去を，')1判じするために、なーぜ遺留句、派手Zc吉ぷを切り

円にするのか、及tFなぜri/寸士と対照するのかを ii明したいr

被相手て人の死亡に上る十日続出始かり、長終的に i"U)遺産カ i"U)揮に帰

属するァ;刊ワTfI'iiーまでには、 l;> の)~，主紅をぷ己る j~，~.込泊三ある~，é!1究はその

辺犯を J!iしと I 畑幸〆退校 l とよぷロ遺習うワ、l之、信転こj自民のμJの つの

プァケターにす主ないu その↑郎、 i王、遺主主~}:1iIJニ子流マ産以の片言行なと、

戒区lこ!翁-J"i-S 1:e:々 の財j空の最終的な1J方を決定する枝々なア ク夕 方

存存する u これらのファクタ の総台イ1!1で、遺廷の最終的な究官民が裕

子Eするのであるわ 日い換 X.tLばa 桐41hi色村のこ己貌奇解明するためには、

これつのブ r クターの社J[;関係か苓慾せねばならない〈このような桜々

なアアクターのよ1 で、本研究 IJ Jl:-1官う']'i'式合議IJ，をふわし、:こ据λ 、 j:~!:i. 'w旬、減

王立語以と1:1;J)諸 1絞と J)関係を'YJらカにし、そこから相続涜干!f.C')全仏の

Jカニスムを院らかにしたい〈

では、なげ7立科分を間売 1，¥:.す J主的か d それは、造幣分i土法定相続分

の一部シしこ、法定^II続権の煎if~I;Rの保障ともい λ べきものであり、

斗具体的にl土、九 、九 f 、九八、九九、っ こ午J二各一i'1ずつ(

コ J車 kJl炎"司於J.~同h:i:"f、所地定的判伺けよ研究J '羽川、収示法主主問題(白

白Hi版、 jしこ 室、.1 ;日ゃん頁

二日社 S7(4'43，JlDf.:l 1441 
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H附 日見

遺産分配や遺言をめぐる紛争では遺留分は自に予点となるからである。

したがって、争いの多い遣制分減殺請求を中心として相続過科を間察し

ていきたいのもう一つの瓜111は、台湾の遺留分制度それ自体は、沿革上

及び解釈上ともにけ木のそれに類似している(具体的な内容は、ニで子|

しく紹介する)にもかかわらず、実際に遺留分減殺請求の機能が日本と

は相叶に異なっている(ノ¥で述べるんこの状況は非常に興味深いもの

である。日本と台湾の類似件の高い遺留分申Ij反に立脚し、遺留分減殺訂

求における H本と台湾の十日速をもたらした 7アクターを検討することに

よって、台湾の相続過程の特徴を見山すことができる(その以而で、日

本の判官主も白然、に汗き l中1すことになる)。

次に、なぜ円本法との比較を行うのかについて述べる。従米、台i巧の

相続法緋究者は常に H本法を比較法の第ーの対象としている。例えば、

相続法の代表的な教科書として、裁炎純・裁東雄 r中国継承i士J (白貨

l引l氏、一九八六年) 00九口は、中川菩之助編了註釈相続法(ト、 卜)J

(有斐閣、 九五四年、 九ldi年)、1Ji:妻栄・立石万枚 r糾族r士、中11

続法l (日本評論新社、 九五二年)、柏木磐了判例相続法論J (有斐悶、

九II 年)などを参考主献としている υ 他の国のものは挙げられてい

ないc それは、法制度口体の額似I生以外に、おそらくそれは日本と台湾

との社会荷造は欧米諸国との問よりも近似していることが真の理由であ

ろうれしたがって、本附完は台湾法の遺留分間l皮から出発し、遺留分減

殺請求に影響を守えうる他の相続過科のファクターを検討するほか、必

要な場合に日本法との追いにも弓及よるつ

3 先行研究

介湾民法における遣制分に関寸る条文はニケ条のみである。 従来、 7勺

汚の逃留分に閑ナる研先のほとんどは、日本の遺留分に関 4一る」甲諭だけ

を参考にして、 T守湾の規定の不備な部分をいかに補充するかというもの

であったに

ローマ法及びゲデルマン法に由来する追悼分制度の沿草を整理し、 fi湾

の遺留分帝1)出:を考察した代表的な市T丈は、陳棋炎「悶於我国民法所規定

的平iFH分之付究J r親属、継承法某本問題J (白賛同版、一九七一年)凶

頁である}また、遺留分減殺訂求権の法的性質について、日本と台

[4ri] ItiJと57(4-430)1962



台湾決ての引税(?);@担におげ品三百分以殺詞))、の機能 (1

U寸のf::i，¥t)二期し

減t~.. ムと七 I 陳 υ 

[林秀ほ

な研究を jJ 'たよ献とし亡、称秀雄 l 市長1"世う}jlj

l，.n'，，'-j-X!，.lニ人主ー
ノ、 7-' ，.L~ 才>，;ITJ.仏 !日 f 九九 ニノに一貫

! 典 戸 局 、 );.，ノLf1午)所iJi 六)oITJ

がある その後、 {ìぬ(-~ ~J!/) を笠いて、三本統治的羽から今 H (，，~主るま

での法留 jJ";t1J!支を論じるものは、長以来台汚にお !ì るせ~-iWうfの制民 L上J

C:<) J μ籍時報四万L仁号 目、四九八号 頁〔 九九九年)である。

さらに、 特fn~，)'1ï j 減惟之f;];j'~J 茎は'，~f-l::J 凶七巻七おーのつ

年 -O.ftは、 i寸己しつ邦氏σ)，手伝主文をまとめたものであるー

また、以下の つのx::土、ともに円本の]明日fを主主考にし、台uうの規

定が不備なとf分に対して引l受抗をよ室74ノヮ減殺請求。〕対象ιナベ戸 l、

「遣部分減殺五百求権(l){目減時効ない l除斥期間の規定をi件設すべき」な

との寸法論を提家してーいるれ←J会わち、加、本i原 lお間分;;IJ度之官庁究

以斗寺セEう>111民主権為，t''~'I (私￥胡{ た守法律"-t研究所傾 1:前丈、 九九

戸イ1'.)/¥.n;ムl わが民法の遺iE 分に I~J-jーる条文は か条のみであるため、

その迎用 i一也、解釈 iーも疑問が多数イしている r キ研究:土、外国法

をささ考円しながら、ト」らの釈論及(J立i一人命を5走lulし、よれにぶつで二主

催う}yf!J~主に対する EZ戒を J菜めることがじ棋である J と L札制している" :71) 

欽銘 l 拘留句、和減花才一日idjLlf同!み符別学 I~'i 法律学研究所政 l 論文、

九九ハ年支は「萱規分;、現する条えは か条のみであり、非叶J

にぶ備である。 不快光の判官01土、外凶目、を参 ;1~ J.::しながら、目、鮮釈ま

たはよ'.il、のん辺、 Jこよ〉て、 J~ 々の追悼旬、制)丈を現実社会に台うように惨

疋することにある l と込べてL、る

このぶうな耐究の重安十土が iうれあることはさfめなし九l と:，わけ、子I

I可のtfi留jJ";t1J!むよ、その立il、の沿ir'，からみれば、確かに日本のそれとの

熱;.W.YIがl奇l、ごいえるため、学説が土日討の補ヲ1':をた務として、 14''')理

を参陪しながら、台7巧の室留分判皮を研冗じてきたGごとは小合時と

1--~主戸lfモ ii には J~ ~I守分に問する羽山じついて、わずか三か条}〆かないから、

ν止がうて、その迫1+1に涼し、角解4毛釈Jによつて4手芹Uω〉不{備肯〈乞T禍わな Ifげjしばな tらJな

い これについ

る二とにな〆司1 ている lと述べたの:は1、1芦王宗楽 l士廿}:;:法主におfけ7る遺そ巴包:E!分ω)J芝(上Jハl 

了汁寸主鴇:主士臼け将干引1悦泣引訓|い川，I~川陶~: -J九Lじ号 ¥ j九Lプ九L九千庁f)五只ご

二日社 S7(4'4:?D)lDf.l 1461 
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はいえ主いn しかし、法53分制度はともかく、台汚炉日斗とご(主、そも

そも造話共有の形態・ 1室長分割のr**.J室πによる肘詮処分の効果など

の而において 、 か な り の 朽 追 が あ る つ のj宣告1分市'J肢と恨の制度との

整 f¥性をイもせず仁、遣問分;f関する H不の解釈だけを{;)Ji)離してその

まま採用すると、台湾グノ也の市:Jほとの聞に必然的に:~~髭が生じることは

ず子易に也¥11'がむくコ

問えは、のテ設は、 I宣沼うJ減殺えの結以、減19:訓'j，'Jよ!主主と受宣

.gとの|当jには初経法トの j毛布実イふが牛じるこ述べている) この咋:{，17Uご

ついて、、fア;.[:'品手しい]甲山を7比例しとおらす、ただ乃卒、ジ〉丈献を引I1け

るにとどまって vミる 3 irt; ，~で、 ì;~i if j;ll~J法 i先のい〈つかの干:J

こは11な，1， ，j!品討を採用 L-c~ 、<;:.u 平IJfyQと学況の考えちを解明し、それ

ぞれのす張を I1 <常置つけることは、布重安マあり、本q汁究(1)一つ

U〉諜足立でもある v さらに、乙 û)測でもわかるが、古:むの芋~.(士、 1己主主分

減絞首ぷと ittの子キJ?のi長j係を併せて主体的:こ検討する祝弓が欠けてい

る) }j，Jのよ与な問題点宇踏まえ、斗研究は 1萱ι守う子市:J民七/本の研究にこ

し、まらず、州統過程，1:いう動的なプロセスの中で、 if:醤ヲ了J土v功、;こ犯の

千統と閑係しているのかをう}A千していきたい

仁研究内容

(1) 問題設定

役十日続人手tLの1;から花率先プ0"始まる c 行法法lよ，--， とH十大lこ、 包括

ノjCq主・当然相41hの照引を用いているから a 被相続人;ニ(試しといたこ己亡

の権利義務だけでなく、権利義務と Lて具体拘iうと/十する i主っていな

しゐ財産 iJ、上の法律関係なしミ ~iJ、的地位も、一括 L て十日続人に相続 3 れる f

7 託欽銘「特fE分JII減権之研究昌Fノ'JT:fJ中学院法f主主芋1司令!刑事上論止、 九

九J、千r; ご 51" 隙供炎・黄.]、官2 ・子:1~Vk1J~;共白 土t法制J子、事iub1(二氏書h古、

修正l三収、 つつ下年j 頁~J-:: 柴]何一向日 L

〆↑川 i主 L 土 ;i~~;T，:銘l~:ょ、山崎勉 l タJ、ノ¥t¥.号、

iL -11--- _}!.-:頁をリ1mしごい」J 前2主宰:t元 l 正、1[ '11:さ zIIJJ恥j;~ ，~土焼相続~)~~

iJ主え弘、 k立 午ノ 同;平 I ， I;J 四六つ民、中;I:~之助南九tfi{相続法 h

(寸→斐閥、 九五五年) [加，~j}，ょ] 五八民、 I: ~ .J:I菩よ均凝集正:::r!e:c法
l有斐「司、一九 t一年J 討 ):-A己主1二七九頁などを引'tJしとしる l

147J ~lìJ、 Sii4.4Z8 .1l Dω



台湾決ての引税(?);@担におげ品三百分以殺詞))、の機能 {1

台汚炉日斗では制i絞人力会 人しかい立い〆品企に、上述。ノ上ろに、付1続

人lよ役相続人の全亡の権利義務な l、L主主やを承継することとなれ、状{兄

が半純であるつしかし、何九十人が段数イT--l-jする場介には、法相主:人の南

事j義務うヘいかY惚J誌のお続人;う〕什ふされるかド関してったさな問題を牛

じる l そこで、正問4冗 lよ、複数の十日続人が存在するシさ(:のみ発生する

目指、すなわち':JtH相続 jのが、況を III廷としている c 共1，，1相続の場合、

伺続開始iをの必rl;は つトなかJL，去っき寺 i二、伝統財産が共同栴i佼人全

去の土:~c I、仁置カれえ状態:?ある「遺産!tllJ の:ì~~早と、俸 に、1'r松

続人が具付、|刊にイ昨l々 の対照をi医科する「涜F長うの渋1f-eあり l¥そ

。〉浩司lこ l二時闘の出rl:;!言がある 1らこ よさ必旬、試の 遣l主ジ〕共布

状惑が終結】ずると共に、各相続人の最終的な取り )J"は認定l、遺留分宇

満たす 7トoかがn明jるラ取り分が立宇13T:ご)笠 Lごい JごいぬfTになッて

はじめて、法留分権ノイI.cきである十円読人u法留分減4完治求権をf丁使できる、

以|で述べたことはもっとも台践的な流れとある r

Lかし与がら、 L旬、被十 1流人がその大部分の遺並キ J待たの村i絞人l遣

問王子は桐キセさ ，"，，-~.t-. しれら、そもそも i立宗万誌で分配きれる「遺産」

は僅少であり、 に遺産主分討す之前に、 j:j;のキ t続人が引 Aに達也

清水を 1~t起守ることもある「この状況の|、ご、遺!草分、剖と遺留分、減殺請

求の I，;j] ニ子絞の関係が弘~~となるに例去;工、産情う子減殺日告求事活拾する裁

判所:主、遺留うf減殺の}IU~たである遺産うf訴の手古来 lこっして q り判所する

記、誌があり、この判断lよ将ゲーのJ室長分続には影響を守えるのか、 ま

たは迭も7旬、社長殺 t.:l って取り戻;~れた迭も7旬、 l手、役者の吋人民研なの

か、それとも遣i星-1'主市 L、遺詮分掛か援するのか、などのでR訟があ旬、

日本む{よ I，~(l:んに iiJ百五官 3 れ仁いる f

二n:寄の遺iV分市!]はそれ j村、は H本どの賓1以叫があれ、 4手説も{

前を数多〈参考といてきた〈いかし、先に結論を ν、えは、 t 述たX~it'J 
分減殺請求と遺産分割の分離問題は、日フ1"に判円のものであり、介湾で

ほ発生しないο 台 i;~;の波留分減殺抗:j~:土、出時うj_.]t;:u ':続ジ)'i Iて行われる

円 fi+u;rr→IC相続法-~ (有斐問、 .c:.;cノ 年J 兵 J

11' 1I1川書之助 E 京/，，1(l!: 相続け; [出迎坂J，~ 

ヘ頁1
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H附 日見

ことが予定きれているのこれは、遺留分「以外」の制度における台湾と

け本の制度の相i主に起|大|する。 換百すれば、遺科{分減殺請求の実際的機

能は、遺留分制度白体によって決まっているわけではなく、むしろ遺産

分割干統 遺崖共有の形態・遺百による財崖処分の法的性質などのファ

クターによっ亡左右され亡いる。 以上の諸要素と逃留句、減殺請求の関係、

を研究することによ ~J ~ fi湾における相続の過科を肝明し、相続の全体

像を叫確に姉き山 tことが本研究の日的である。

(2) 研究方法

中国で最初施行された近代民法典は、 九 九年の中華民国民法(総

則編のみ。相続編は一九二一年j である。それ以内iJの中↓"1の法制度は近

代ヨ一口 yパ法とは央なるものであった。中華民国民法相続編の条主は、

決して均時の社会の現実に某づいてす法されたものではない。そのため、

立法苫がとのように凶有法の制肢を近代ヨーロッパ法のそれに転換した

のか(例えば、伝統の人格的手継と家庄市11度をヨーロッパの相続に転換

したこと)の検討は、立法趣円を究明するために必要な視，凸である u ま

た、民法が施行されたとしても、人々の法意識が目日曜に変わるものでは

なく、そこで起きた紛争を裁判U'r"，は民法の枠組で解決しなければならな

いっしたがヮて、現行民法を解釈するにあたヮて、条文のjしとなった岡

有法の状況を把握する必要がある U 本研究は、歴史的方法で関連条丈に

ついて固有法の111来や民国初期からの立法の変遷を分析する η

次に、各制度をめぐる学説と裁判例を繋理し、、'(?:土趣腎に合わせて、

現行法の解釈論を試みるつさらに、本研究は、台湾法の特徴を際立たせ

るために、 f7i者t土に多大な影響を守えたけ本法と対照しながら分析して

いく方法、すなわち比較法の方法をも採用しているつ

なお、て2.111で説明するが、中華民凶政府がfii竜を統治する IIリには、

台湾の法制度は巾華民国法ではなかったが、一九1)4五午に台湾は中華民

↓"1の統治に人った。さらに 九凶九年以降、桁湾地|メは唯 中半民↓"1法

が施行されている地域となったため、本研究で特に示さない限り、 九

凶九年以降では、 fi湾法と中半民↓"1法という子専業は|メ日IJせ F使川してい

る。また、遺留分「減殺前求」という用誌について、本来台ifj法の条Jと

は「減殺」の一文d了'しかないが、 H本請で表現するために、 H本ィ去のJIJ

E百に合わせて 律に「減殺訂求」と称する。ただ、減殺訂求権の法的性

[4!IJ ltiJと5714-426)195月



台湾決ての引税(?);@担におげ品三百分以殺詞:)、の機能 {1

貨と時効の議論i二同わる場合lこ、奇社え がj，Jくか戸ずか

るとめ、そ 7)1経!よ特別に原文通り l 減殺 J と ~&?J、する U

王た、のゴ，HIJ:刊の出所につい-c(土、特に表示:，.~.川、限り、そのす

くては介主主的 ifl法院の 法学炎科校ιふ系統」のホームベージ"1:掲載さ

れとものに上る l その資料の収録記[互について、市研究が引用するもの

に収っとし A え l工、司法制r*~は ι品、父長l司法院半IH は 九一仁生以下下

のi毛布 Jし当JLz.以前の判例(止、 0.;とがなくも判決要旨のみノ}、最

I~':ij:一院判決 i士、 iGd~j法院民事裁、::IJ 選嶋」、「長!日'j{'丈，ri'民主h裁、::IJ吉長編」

及び弁公報:こjiij較されたもの、 Aノ最高a、校長川!%主会議決議l止、「最高

海辺、 ifl'平正了会議墜全丈長編(々九ム八ijーから 九九 五lまで〆にJ号

戟73引たもの、及び 九九 年からJノと訴とされたもの、高立法院υlJiノと

は、 W' 己管所属第一、 宅零警法F院ノ心三R王手i裁1廿刈1)j選霊梢J(-)九jしaυ九J~J 一 /九jしaυ九}

台U汚/う:高て咋'j:'♂U伝、が此;1.及え〈?びy、そのう分ヤよ川トパ|院院色叱'.(jの) ，よ必歩主w車4申4一干存E三長葉詰記ti編届恥J (-)九h九c，-:;六九円九L五イ以〆':"ド降r李ごJ及び各

公械に;絹母#載LさjれLたもの、 ⑤比地，方}伏去|品5佐:''1刊川4司lJi決耗却;はJ、 ::~lI~'己主主 prl-)，~昔号 、 審法

涜民事裁'FI:i岩間J ( 'h，}:..， .~-- 'h，};.，;'、主}、各地Jj l~士院『裁1'1: 書柔続U

Ji. )f ， ヲ主年以:~辛1 泣か芥公判Rに掲載きれ子もの、である J 2 

設fえに、 ip.j~-(J)-í史い jJ に閉して、裁判例と芹I釈 fYU 0)得ijを除いて、す

ベどの {f~は河町で表示子るつ l↓平以内の 4 号を，可特:こ労「る -gj' Êi"('立

九 三足すど、妄がある lスが、以:~ .'::' ~まし ， t" ~ ，t，， 1毛主主せず、裁判例と

鮮釈W:JのfF号を iJJL文Jlおりに表かする〉

同研究の順序

十号品十悶灼f去、相主主，)I;tii， は共同桐Mi人円以、設のj共liにL4することと

なる J したがって、以 λ の では、ま「 遣法共有山性質」を枚目tする。

この共有品、践は一時的なものであり、財産のqlで只体的に何がl、の州統

人に分配されるかは、湾民分割 lこ主コし亡、

11 http://jir:-::.judiCietl.g'OY.t京 l門 dt'{←tm

"このフ~ータベースl三段片パ去ItL~ベ f ベつ裁j:1j例をほ;';1:'札ç;~てしているの J 対し

工、 I~-:J等μ、 FjÎ と地方u、忠一レベ;レのおの::J:， )じのと代以降0)ものにi;jtJζ包れる

しんがって、本町l究が坤等法出と地 !j i':t:~ 1;'記、/)よしtll:YJヂヮ I!IJ:.、了4止1:1':説(!i-Jする

際に、 ぞ札はあくまごも![ハコ午代以降のけ、泌であるこかをたい了ノ止されfい

1.3例え:J、「最高伝院ノ'¥A咋台上4第 一立号;':jl:-jcJの円、九午 J はrt1;t:.r:;::

: '1 ，\九年の寺ëtであり、:lli!-'~ hノ ~\C)年である。

二日社S7(4'4:?:J)lD三7 151)1 
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H附 日見

被相続人が相絞についてやIも志思表示をしなかった場合には、民法の定

める法定相続のルールが指針となるが、他}j、波相続人が遣百で何らか

の遺言による財産処分の志思表示をした場合には、その志巴が優先し、

法記相続のルールはJ白川されない。したがって、次はィ土石相続のルール

を修正する被相続人の「j宣言による財産処分」を検討したいが、 j昌三に

よる財並処分には制限があり、それが遣併分である。よって、こでは、

遺留分を検討し、さらに凶では遣戸による財産処分に閃する問題を考え

る。五では、遺産分割手続(粘に遣問分減殺請求に関連する計狩j を検

討する。ノ¥'CI土、法定相続人が「不公平な遺言」に直而した際に、「j宜

産分割」と「遣制分減殺請求」のいずれを選択し問題を解決すべきか、

つまり凶，jf続の関係を検討する、次に、台1巧の遺留分減殺前求の機能は

H本とは中日斗に異なるが、このような相違をもたらした理由、すなわち

遺産共有の体質・遺言による財産処分の法的性質・遺産分別子続それぞ

れの作用を分析 4一る。最後の七では、本研究の結論をまとめ、さらに台

出法と円本法及び巾国法との関連についても簡単に吉及し、その上で最

近の台湾の法改正の重QJきと本州先の併置づけを論じて結びとしたい。

二、遺産共有の性質

本b汁先は、相続人が複数存在するJgj合の問題を対象とするから、以 l、の

検討は共I，'J相続をI)ij提とするc 相続の 述の過程というおL点からみると、

被桐絞人の化亡の時占から相続が開始し、当快に桐続財産は共同相続人に

帰属することとなる。さらに、 fì~'~法は H木法と 1 ，， 1憾に、包括承料の原則

に基づいて、相続開始の時点から、相続人は、被桐続人の財産にJ"，した全

ての梓利義務を承継する(中草氏|五|民法第 四八条九しかし、詳し

く考えると、もともと被相続人一人にJ"，した権利義務関係は、複数の共

同相続人にどのように帰属するのか、つまり、その法的状態が問題とな

る}本章においては、この相続開始後の第 段階ともいえる「遺産共有」

の諸問題を検討したい。具体的には、台湾の遺産共布の性質、その由来、

権利行使の方法、及ひ争各相続人の相続分の割合の問題をまとめてから、

遺産共有は遣問分とどのような関係にあるのかについて論じたいc

]
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台湾決ての引税(?);@担におげ品三百分以殺詞))、の機能 (1

1 遺産共有の性質一一一共有、合有または総有?

共有という|叶体内出乃結性、関係乃ぢ去iよ、それに周 1る冬共有者乃持

分の処分桧及び分割議求権のイJ甚なとに{左右一宇るわ ドイソでは、民法に

おける徐々な共 1，中ザパミの叶;!1~すを、 主主 共有 ~tdijxiばl" llt lllr:) ・戸何

い>.児 ~l ~U 111 叩↑即日lll~叩 Ha r; ô) 総有(Gcsa;:llc;gC;ltUlll) にう了YT仁

してし Aゐコこの概念:をむ|主1:こ輸入L、i況に存干干した犬H所有|マIfぶに

当てはめ、その類型にあるべきは体効 l牲を直 前にをの日体へ適用する

という f;f~干にむ法論:つ v ミては、疑 lD を提起する論告も u 与る"か、ここで

は税叫の佼'~~のため、とりあえず)官烹 JI，有の )1ラ殺をドイツ itt内内論をf昔

jlJして分ti'}jする c

中華52国民法l第 五 条 l土、 相符人与す数人あるときは、遺産分

割引主におしミて:立、特技1続人 i土:Ìû産全 [j-;~ に対してイZ~IIÎJ:-iff 有|謁材、にある」

t規定してし hζ でl士、この l公ト]トイノ古関係 j J土共吉、合有または総有

のいずれ!こ該当するのであゥうか。

中砂:民国民法においては、 Jl. :t-コの H3.:t&、は~j}-別共有Ji'1)J¥ l条nn
k 「公問所有第八~t 条主j ト U)一極主立がある。 r7J"3I1--!与右」は「共

有 lに茂、'>守ることは凝いがないが、これに対して、 J官民の 公lu;ォ 有

明係 I(，土、 I 合自 lまたは l結晶 のい nしに当たるのかが疑問iである。

の代表的な投手iき勺よれば、公河川イィと;土、法律の規定または契

約により公同協係 l なヮた数人が、!_~ r~rJ 阿係に慕ついて一物の刈右権を

宍有すること℃ある U うといl所有の 1なヴ例:こは、 j梓台財産、未分割:7)遣

h _fj~ え lf、;人事宋折、イ寸与itτ補訂凶事l 二T物1手法 L民法一喜杭こ ì. (岩波書l山、

ーノL八三年)三ーヘ長、ヱ~:*:美子 z 蕊 l民 il 引，じ戸ぅ記彦 ~l苦=民ì1、 2 物持~ i守

?:口問、 第 ):i'z、 CC_i】年) [{;)白 ，-'c>tl入ヘft

1.-， t:~ ，におけふ 111，'1'1::]て同jて;:JJつj仕立のい本訴訳は、保有Jir翻訳恥修 J:I本

語訳中平民国ん法令t九 011三評論社、 九九 ゎ:e';m達Fn良市 :'1史午民法見』

:iJk:丈骨 e リリド J千戸) ，ザI'JI'七 人心 ( 人7'-.，八tCむをの役、"草上古川~
吐、:ょ数l円 i にわたる~_:，:tll がわわれたん本研究に民連づる ;'\il~ )J'は、伝ほ漏の~Jl. JL

tr.， :':c:Zj 卜 lぇ lF+~û丈(~丈;主 l 属」である刀 1:1. "では全て;本dJlfわせて吹

t する)編の二oc二千1立主Ifであるハ己てでyl、は刊i主の丈披i.:'1おコれていない

ため、 1怪y遣ながら宰t';-;(l';-~ソセヒを作成した

1 ~; ::f沢鋭 uhI去物権第 11庁l前見:]. i~í'-{d1E 1 (自質問版、 。。 千tI三人口(1"

二日社 S7(4'4:?3)lD三日 |日21
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産、およヴ、祭山公主主の 村ð~Gがある。併l々の公 :iiJ所有同長ぴ)強J支は)'、な

るが、共通点もある υ すなわち、各公I"J所有背の将利はうとH所有物乃全

部に及ぶこと(第八一一七条第二反人谷公同月三者はlfキI1的な舟分仁か

有しないこと、ノL::IIIJ所有物の処分と他の権利の行使(土、公~I ，"j I肝有者の'i5:

長のrr-;'I:Q;を得ノよさであること L第八二八条第二]町、公rf{J所有関係の存

続 q1:土、件公H所有者以?とI"J所有物のう寸前を請求で主な l、ことり号法弟

八九炎、第六八条市頃ノ)、なとである〉

次はf;千1とずよ古の完投をみてみる J 子'，{]iおいては、芥;.!I，:I-'Tl tyr亡主l士、

UIぬ1もに対する符照権自主主縫自主主を留保するしすなわち、持分権を

わずるごしかし、 川本の胡に、例え:工共同して つの事君主~ ~ì-'日むという

よろな、共同のu的があり、共同所有l土、この共同 ιJ8'1i主伐の手段と 73

すして νゐる c したがって一、名 RIIIJ!W有者の符王里中E説法、この )I+J[J的返成

のための規出によって拘束，~ ;(~、?の共同 u :rドJ (j)有続する日~ ;)、各人一l司

所有苛(j、 I下分t!iを処分する悶Ltもなく、また分説を日吉水する同和lもな

い J ドイ Jf号法:土、羽!壬・夫婦!l，:;t:{財産会民同相続財佳Jついて、

よれを合有ど定め子 ι 方、バ:〆古で;土、共 ri-;ij所有背(1)付分が潜在的に

も存せず、 J十分の処分ゃう訂求が間辿にならず、各宍l，jJ所有者は Ur花

粉に対して手IJ用同収話村f:をイ'"'るのみである。安宇る:こ、 WI:イ7惚:こ市、ま

れる包理後1mζ 次主主将21JE こは全くう7離し、各た同Iザf心者は、 Jf~_;':!' ;、日け

る持うf濯をもたな v、 最も凶体的と影の強い共~i'J 凶[台形7主である I ~，日

本におけ Jふ品、有の代表例以、 i置?空ー見られる入会十すのほか、恒子Y上 1)物

と十年利能力な GfU王の~-t jl~ーもそうであると汗見出戸れている

介i古(，，~ J3 (;るうr}寄n';jの室主主(土、名制h浪人l土門体的な?十分を有 Lなvゐが、

清イ土日J主+7ケfを有するので、 fr有に該当するものどシ考えられる f 台湾

J) l'CU 

1'; え妻ラミ昔、 'fi史亨一地つ7羽r;;了物十手法(j，!去三書All)

三七良コ

(岩波書出、 九ヘ二干j

I<o :，c.妻常者、右京怖言r新zj均梓i':t二 iJu王".i延長11L 岩波書山、 九人ノ1'-)

プ、頁、

iqxt法浩ほか編 R~~ ( 初予宇 L第四~~JJ !右Jir湖、 九九八千; lH!1健

。円。

Ic:lJ ~lìJ、 Sli4'4Z~ )l DS全



台湾決ての引税(?);@担におげ品三百分以殺詞))、の機能 (1

とができるペ， jll L 、:江戸告が 般の合有財斉~~. ~'，~とるのは、もともと合

有向仔のしに裂にぶれば、~'T共有者 lよ台有関係乃存続~.;.;は、共有功分古1) を

諸Jぐと主ないは「である (，~i:士事八九条第六八条第 J頁j が、民

法第 六日Jf:は、「相続人(土何時でも遺産主うrj'-子記を請求する Lことができ

る。jI'.、け、律上に別i殺の哉トーがあるか、又 lよミベJ に別i殺の.~~J7子ーがある

と2;:土、そのi決りでな l、J と ているコこの土日止の都幹;土、 iこ";

きf7右閃j，f、ま jj¥.夕、;、維持するさ、日本がなく、合百r，q-[名;、よって符治流通が

111害されるこ d方くえめのものだと弓われている"，

法 F在のfT有関係に悶 j る判例はいくつかある最高ょ~o:q: 上手第

。号判例I.i、 I己法治ム丘粂l土、千El洗 人あるときは、 j主

区分引の前におν ては、各相続人は遺注全部にキj:，て去同時i治関係にあ

ると持してLるため、被主:::1:非人は立産分割11u(戸、道産幻午J:i，主の応分に

つい一、〈ーの巧有権を主張ヲるこ Jができなし勺ぞし、 ヒーイl台上士会ニ第一

=--():= ~"l可決は、 本11'のよt訴人;土、同当事者がその恒絞Lた遠足f につ

いて、まだう子有 Lごいないと主張Lている、 それゆえ、 j重圧は共同州統

人全仏、σ)i'::)fi)同右に局し、主主訴人はネ争ヱJ也U)ト-;:1イ当権について417rを有

しなνにしたがって、 J空白J;::人;土山らが係平 [Illiにコいて一六分的ーのrir

fj.i~' を有寸るとどtti 忠し、さらにこれに茶づいて被控訴人に刻して所向指

登記の抹rR宇治文することは示、りではないーとして、明石/，'1ニ遺丘のfT有

識泌を~，{~，めている

2 公向所有(合有)を採用した背景

をれでは、中 iicRI 叫民法:土、 ;1、[.何日立の;号 {~ì 、遺並 C!)j~ 石関 i品 1: つ

い1、なせ fk有 ':::7じめたのiJ これを抗i山するとめに、ます fよiJ、律判定

IIIJめい|主|伝統の財持承者間#;1;;支を明らカにす之i+::'~Xがある，次に、 '1'李氏

国民法制定前い、町田 fl之内」に丙洋法手相;受した ν、くつかの民法

.{，e-ら才Lてしけムそのえめ、'--'J半:¥;I-I'IR法，iF!にどるまで、もj産永刊怖に湾し

:凍烹干怯y，:汲灸 ?貫町ヲ示二 1栄~~ . ~~引A長1芯主共告 、J必(i):法)，刑7京希新，市j合 J氏吋苦苔こ日、 f:伶l色注，ι:版、 一C
:ひ;コJナ苧[;蕊束佼;炎?先毛] ひ頁

~1 い共投 Z青山!25 邦保ぷ共計千点法相承萩治(-~書同， j:き言了一版、 心

~J子モ年涼tt炎1 一三同貝 A

二日社S7(4'4:?JlD三3 |日41
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ては Yのようなしたの党遂を尚たのかをも冗;判ーするさ、安がある 設/引こ包

く主ことは、':'i!t[U主上~;11: (よ、Lj-Jドi全[で'ん全lこJ支給与札たことが

ほとんどなく、提訴な政治事JIiT;こよ。て、料同のこころ、民法の

千Zド全く関守しなか<Jf~: 介fヰポノにつ数年 tliJ;わたって抱わされ、ど石し

このことを念頭に夜きつつ、 r~-I華民国民1去の ~117子ーや i歪mの背景を検

ることとしょヘ。

(Ji 中国伝統の家産

かd コての中川ばしばしば、大量〈方):11;1]反の 1-1'1であるといわれてい足。 I!nj

活Jl財 l という口奈は、ん家族が家族;.l、売を形成するこ Jをノトレぃ、る I

F担干"' にとt手在京勾引r-/-L.tH..I ¥父t止のイ十世刷、私lUをイJ しでは

ならなしリ ♂掲げら恥、げ律、宋百十J統、司j律、出律的条主にも「別枯5十t

~.J..I ($&を甘IJ色、不産を分割する】に対1る処罰! され亡しミる n':_]-;l.し、

二下f<:におし hて;士、父旬。)l<. に居る「守、子相'のうj'-~- (家産分析jが ffじ

られているが、明待になると、 湖沼(その青の死亡により、 イ|の喪

に服するのに突するj江主n}j，Jの立長の紋iilあれば」と改められ、去ら

lこ)青i下になると、与の lこ を事とごうナ去を行っ汗J易合;土与のffnに

者てらず」との例外を加えるにポった。 どして耳宋it と :~ji百件とで、 jf"異

に芯Jjるif1J5')が時代主 J手るにコれて乾くな打、;青ヰ、のiflJj.宇になればf草か

に主j引が科されるにすぎないコ J このことは、時代のjι畏とともに、

人事が徐々に複雑になり、 r~jj Id共対に闘する灯、I自の主を厳絡に逮J+Jす

ることができなくな~-)た兄を J、してし h る万二もっとも、夫婦ま f二(よふ吐

と子女 \4~' に~~，\Ji:午の千女 j の点じつづ、家渋においとも a 家 lj"共;イー主1fう

ことは、大主成と変わりな v暑と指摘されてし、るー

家族の Hす討をノj、す口交である I 家斉iJ、 l 家に崩する財産 l としミ

う i呉タょとした流俗的な~)、1冗を周沫するにす f'"t なし ~rーの内1引土、 l ヨJJ (1，): 

銭、債権など人「物民法 iの副jソ?に近いが、奴設もごわい属する}

ソ勺敦炎料「近日支部法何台湾/)式決共汗，'J

九二 I)~: 乍)ノ\七 八八日 J

I 主宇協会雑l込ゎ 壱一つ号

~:J誌「守台湾 i円漬調 r:~会編=合法fj、 ，'t~ 第 巻下 I臨時Ix治In償訴存会、 九

ノl' ii凶 i二自 J

引 LJI弓立"主:J;S身分J、'J二己 (Ni:，七官:1J1一言、 )i.Jii 一年， ，]可 一子1-_~~

l~fi .l ~lìJ、 Sii4.4Z(片 lDfiZ



台湾決ての引税(?);@担におげ品三百分以殺詞))、の機能 {1

と ljを民社、上の小動産に1j'j似しとし:る)を品、んで、ゆ加「家斉U-.， r-*1， 

佐 l と l公設 I (ま /'::.1よ l /こにい jjlJされている νl公設 l以、特

7Eの日的;こ基づ主主7i法えれ、分割えれとし、主:い家母子 'C'ある。 i列えは、

示E 公業{札先グ〉合j 示Eの費 JIJ:'Wす心 ι~ ;主人育ィ公業{了孫の2K吉を奨

励するための翼手;.$)、安 i令財産 L家産分析 f分~&O にあた;')う~[手の H佼

Ij:_N;'のためにilff保する討対。ロI':.--くは-=()(1、1))¥c を参照)であゐ。

公正主l土、 岡山巧係アル-:1:U ノ京二村民スルqjl'主」であり、官、主主は、「

米;7，]コ於ァ米産iハ公君主 !召セ吋ル日産」 である

法律上、家烹の権利正午:じをか(:v，う問題に'ん、ては、上のj'lい

があるごむi末、 1
'
'1つのデ説が存在する c 誌 に、準庄はぷ棋のイ十世iいに

道、担の所有に属 L、家狙の死亡徒にノk継人に属 l、

lJ;j"iへ:立、そのjへhlこ属するという礼カある c 第 に、本長波 ι、五dto)Jl、

有財産~，である v 第 に、家族の合有財産説(家産u家族の共同凶{ぺに

!長守るものとして4事長がこれを手雪国処分する住限を冶するj。策"しに、

母但の iitlt巾か手口 L:_~:!去か宇問わず、本ιが苦正蛍の主体となるというマ

ある)丈夫ご、第 :;l:~~が死者の人絡を認めるこにはiilll のがJ甲に

t工作ょのュ見羽にな J てしな ν 、といっ欠円から、こ礼を支持する論背はよ~，

Iられない。吋らに、第三:五でが三支の合刊こなることは涜 ~~と同

であり、また ネ談1-1:体力ミネ崖のでi木」という言い }Jは、永-i~.t人格

があるようにも鮮され、それは家j空が家芯;のtEィヲ lこ!司寸 i-S:-:ド旨に !J~4 る

こととなる、などの理白刀から、この託も積:jils1:ドJに祝也されてL'¥な l，¥" 

結局:立予て説 ι の「命ノfは、第 ヮ見と策 目見の対\!~C.:.'F請す?する J

主主;土、 i立f!υ士』の編者が採る見!呼T ある，そのほか、滋賀

紋段!よノ二';;;;1]を挙げてこのf九の恨拠をf九I!IJ~ている l すなわち、 A と Miよ

首主完台湾忍並列l度予]法皇、」立与言Eりを矧 γ1 年 ，.1八一

二r:}~_頁、

ソ6 SE;F.Y 0'毒 i円漬調予~~;編凶白茸1弘法第考 F.l (~，話 rn-， ú持 IH慣詞存会、 九

年)五凶Jl.、玉ノ¥ n 
三思L炎輝 1 J!_~- ]:1 支 JII及 rY{ì待の家t~.:.. 七出;市'1 、~)J i1、千協会雑誌干す き-OLJ

( 大凶ノ(-l -[-: h.R， 

司'，'R手台汚I~ 世詞幸正;~~日 台、(巧rL;) 清二巻 r~ \~:il岬手台湾I~I計珂育会、 JL 

liiL':J--土立主

二日社S7(4'41D)lD三i |日l
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〉己弟であるコ A:こはチ bl'dがあれ、¥，1には1二IIがある J この六人は:iiJ

R共財の関係二い結ばれている。皆忍び)2主阜でfミポをとり、衣服の分陀を

.(;> "しかし、家任分析の諜;こは、 は/，人l得旬、えれるわけ守は

ない，¥とM去、家i監か 等分し、それぞれの了を1半って 家仁分かれる

こy になるハ Jま i)、liJ!戸」げすの成員 fよ六人ごあるが、家iE"よそのうち

J)一人によって一旬、の ずつを持分として弐Hrir有されているとし Aわな

ければならない J 同 Ir~_;-l'~~:tの n瓦員がただちに}王監の共同所有さであるの

亡、はないと滋賀教t支は指崎 :""， 1 丘二したがって、不産の目的とその法Ó~

帰属をうよけこ考えるべきである、つまり、家売の帝王問的機的にぷ U'91l
ば、それは)}えの全日を主をうためのものであ!)、皆のものである :W" か

l 、家!It.の権禾t王休は設かとし寸問題~ :~: LI】すれば、 ぞれは明らかに父

幻ものである n とよぜ主:ら、 F 父左往1f ~μ はこの共通の財産の一下/本と L て三 l

tしζj(?)U父(/)人十さのみ1ゃあり、父は全財売を千Ff干に処分管汗する権:;Jlを

111、 fにぶつてなんらの制限を受けない 2;からであるロ (i土家Hに

"，'J !~ては「耳、被ガH寸権」をイj する l すぎないυ

~ ~L に対して、第一花 L家、産;見土、 ~H蒸救J三ペ i-:II トけ佐救

!泣え乙び:"-.il近L時台i湾1立:のJ子者

t抑担は、灯、|、の返りであるロ伴例ごはヨ:広をうワ、配子ることを、 l分別 II分

佐 l とやトすゐので、共イ~主の分言j 争意仁大 L 、相 hミの義 fはないコ

なお、再1、I'Iji:PiIB(協の l~}r~ 納得 のf併にも、 'Ir:il;~;出一家丸一走者也、

H肝共説ぷ卑幼、原係康有刻午'!ixと人 IIH軒とは、 京共産のことである c

~'}滋賀秀ご 11':]11 日家族法の I草坪 (宕]丈付、 九ハ七千下j 七、民」

}杖H 秀一「中 1]:) 京1/~lL iJ)Jμ(JCP" (主主IHI、一九六仁年〕 円八頁I

~J 以資先今『山出家終決諭弘正豆、 -ti， :L!:O_11 ノ一-2""

中111，1)， r比木村代の氷弘氏汁制.) (一 三e).J lJ1 'iz学会幹誌I:L[C ;S七万

-tf1-ユ九八号八Q心卜(----JL_ .)、午}

仁井当:&支:d1;.Cfサ'{..!、*" (!'i'右資1'1行合 jし|山三司勺山|川 叶，'L[jlLj三月1

'"主主玲正半「近['1，'支郊/iび台湾の家jよ;I，j乍 H: 】 J i1~:ヂ協会推l正ゎ を つり

九一凶1，1'-) -l-.: j、円い

λ 載炎f草 書x-;;i:{捻胃中三司経Aえ法JJ (H'tそlム]1;礼、 )，八六年) ー頁 ~，::r柁炎

芦"、宗・邦保JL共苛 II-tC渋机承新口会"一民主:，tn;、 九八九イr-;[，:!点棋主 '1出

-t:L 

1"，1 ~lìJ、 Sii4.4l8 .1l D日)



台湾決ての引税(?);@担におげ品三百分以殺詞，)、の機能 (1

I;7J)"， '-11")対琶を共i二有する町民 (;.t、財産の刈有者炉いよる;炉いい、

家肢が尊長と基1幼の共有財政となることを小すものである。その上、仏

f尊長!?イ1日見j の恨闘である草長の家任r:lr処分桧に対じて i白不

尊属は了孫 l 対 L て i絶大なる救令権を有する，1\かっ、 i症の j~.~/l-{[さ王室1在は

おのずからこのt:1z:令権シ UtrHjL、一斉の{宝引が判11.日しな v冶であろうリヒこ

とはrfr'かである庁、尊長が処分権全有 Lとも、このこと以家族共i拾のポ

%を百定 tるものではないと l除する〉ちらに、区lと経治を考祭した j入

試産は延長及ひ本放しつ共円財産えと論説するすなわち、十!if:紀灯、;年に

家民家売のf主繁4うよ司及び家族の辺、討の増加によって、家民JU;JH十ジ〉計l

合はゆるくな'-，てきとことがわかゐ。そ才と共に、準父兵の諸 )jも弱ま'-，

ずきた そのため、父の支配の「でも子;止、全く権利がないわけではな

いラチは米産 h つい℃父との ~tlj"C '，19'ーら十主主主 {t~ ( つめ己団体的所有)

U〉関係をJ;;ク]JX;L-Cいる(:-i昔J坊されるに

以|の 況にはそれそれ右力な論拠があじ、その妥当:'1を決定寸るの

は雨訟であるが、f井:J教授のコメントは非YJl持吠深ν九 fなわむ、「事

::t; Hn~ ，1:しでは、家父が家放の;Ufij祖先であるぬ合にl士、家1mは家〉この

専有と観念されたことなきにしもあらずであって、忍:うくの専有か家!定宍

院かは、その区日liJ和めて妙なみ号令があっ三こも V';{るーある抵の生

前事実と伺奇制疋itとは、必ずしも叶Jに 致して， 'るわけではなし、から

.z JJ;の引1 く広 i ，I'~ ;，~土よ也には各朽の官併が存在したのであろろ戸、「家

族共廷と家父;民専有を同志と Lて規範長、設がごヱアンスも .J、しワつJ免除

的にあらわれ仁いる湯(fC':' ワの!lU甲に¥'，1てて地な lらに的;ニ 刀

I向日]:O<J(ャ開通を片づける J与な紘坦を Lてはならない"というほ析で

あれ、家父ぢ有と家族共産のー況が併存するロJ依苛を誌ノJL、泊方:二上っ

てその系議ーの1u:-i出づけ #だと '1、時されたc

川 '1'111蒸「官末時代の2夕、族共産制売何本一会主告誌四つを人号{ 九

六qっ-0頁

~7 井L三阿川l 凶i去市U ~t~A;)1 ギE 松浪点在えま・家族小J恭氏. I烹京大J手東;+文化

!i*ヲ[;);:1、 JL六ム存)内向コ{阿r1 j'i 

れ 1井ヨ佐官支那身うれ王土巳(庄内震刊行官、 九四 年)区西 ~四回 員

約 lj 1;;1佐~' ， : I ['F1 i:と幸!と[増I;YH:fl:]以波書省、 ノL_1L 午)-._-h頁「
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なお、以上ぴ)}~-f::i"\t i土、いろまごもなく、近代民法上の権利土1P)帆点、

にぶついて民郊 3れたものである口つまれ、家lよL人絡を有しないがゆ

えに、家任の滑主再:体と 1にりえないっ家汗は]%，-(自然人に帰属宇るとい

与のがみの11IJ提であるにl しかし、かvコてのLトIc、ii:>は「存干;IJJ の品!tさ:ずら

存在せす、この~)な近代ヨーロッハ il、の主主キをもって家声きの帰時を f九

す1ずることじ体に疑問を感とる説もあるコそして、この;汚点、伝統J)-'i'で

会:豆念から、家f土が I;s'~J に帰属するものだと+岐したU すなわち、当

防のぷi土、共:nJ止日凶体でありながら、;.:;、放の松木的なヰijすでもあり、

~-J'-: Jj，矢内血i を仏、え続ける役;L を有する n これによ~-L.C、家のけ1の 骨 C~ 

rO)父親にtJずるはう7)Uは、不定分がにあたどは某本nsなtr.f\~i であ

り、河|ヰにオゴ絞め新たな[止f~ を善、日未する。言い換え :ni工、「家父長弐」

幻'語、においては、 G は活;産をもつことができ j\ ど放の祭 II:~義務も負わ

ないが、家震を分刈 Lf:段、各 l房士f自立しお「しい家 tなれ、各千に

を1-'3し 1~3i:'乃祭凶や(孫のI普祉の責任を負うこととなる c 事実 i 、

勺I守の社会主ノ木の間j圭に.1::i:.， ，ては、犯人の役目jよリも、

的な玄設を有している。 但し、波立国教12や 台湾在、f人」

ほうカ守1会

、近代ヨー

口げてfl の慨;;~をもって、 μ統 11凶の家主主iFiJ!支につし 1て芹I釈するような州

タしもま/三重更な，口実をもつこと!土台めないとt¥1の説J土tE拾している u

(2) 家産制度が中華民関民法第一一定一条に与える影響

I.I!におして、三液中凶の家戸王手継の状討を湾rji_:こ ~íd介したーこの状況

は、どのように以華氏I"i氏士結 五条の l遣廷の公川町有;の規ど

に配管したのかの 般的な説開Ji土、 わが同の同ヂi 法とは、家~.: (主家j?f

があ :1、しかも家i監は'主長と f\ 有 ;f 高ずる'，5と詮 r~ 、分'，5とのため

にうする必要があるが、それ以外のおっに、家斥:よてす柁lY0(こ存ィLする(

現行氏IJ、;こ以「本 l の規〆ì~ (給 与tjト1]"あるが、凶有法のよ

"高給j取次 ノ、夜干日辞典巴修一1治二奴リJ対日書居、 九人Ji.if) T"喜六二

頁!士、 ':hかれハ缶、家 T1il~ を分ク次再する称 J '，-)1':'してい，~口、7 が愉泌す

る IEEI は、その父親をヰてとする 家款 のい依半何 e't，るつ 1-'[芽lの概念に

認する考察i止、保jl，'汁(ノト熊或訳 r-;=号と七、統的中1'1#'1良市:1:元」十日本満岨深14

間千編『二社1tヰトjo))i二流1 1.行貯4十、 -7LJ:ワイ)ー 討を主主問。

"曾):.，λ 台ì~"':;本医 "111支局f沢佐」思う戸 TqO 主主 ftiJ (---':'00一作;一六

千七1工~ 七六去に

1""1 ~lìJ、 Sii4.4l(;)lD48



台湾決ての引税(?);@担におげ品三百分以殺詞))、の機能 {1

うに家の11'1弘前 'd:tr:誌を認めるわけでは主ししたがヮて、家産につい

て台有の規 Jよも存在しないc たど、両親死亡後、 y，弟がH肝:，./.，i'モけるこ

とがわが伺のであるここに綴み、かっその場介に兄弟{相主:人)が

遺監(:~と詮)仁村する白骨関係を波か仁台とするわけ;もいかないゆえ

に、 ÞéiJ、 IJ ゲルマン弘、tlJを参考とし l 相絞人が数人あるときは、法~-ijI若丸、

削のドにおlγと!土、件相続人は湾政牛~.cれこ討して公1，，1所有関係にある、

とll'l定せざる干えない l:::'こ、あるいは、「わが国11:帝JJーの家嵯は、半古

の見解-r:(.士、家長とミ〈ti;の伶+に!豆する U ゑ産は、直系世馬の死亡から

合有j犬熊になるのごはなく、その止前にはEtに家長と家族のこ「有:こ属守

る。 ・ 4h 工三死亡後、百 1邑の状況のトで;止、不君子1f~fl l.t!主(おじべ~，"，川) には

刻産を分割せず、絡もうよか7， 1 ず、車長治守主した ~ti止を基とさにして合千j 防

iAを維持するラしかし、現行只法はヨーゴノバ怪人7十三宮と私f;W産計jの

を受け、家産~.;tl皮干rij主人u)1111人財産へ丹恥、fヒし、家産分あては耐震7#(

泌こなったu ただ、民法l土、十目結人が 人fJ:ある結合に、合HIJ)jム統

や;呆ι、遺1壬jh日付除去を什有関係l定めた/すのである υ 要するに、か

つて家庄は家菌、(1)合行討芭であり、現在では家庄が存在しなくなノ?が、

被航続人の遺産が-';f~-叶されていなし持、出「詑があたかも相続人りの家廷

のようなものにと考えて、退去の家 j~';; の七t '.:?I を現在の退院に*~比ずるわ

けであるにさらに、「下華民間民法における産屋13ゐ、すなわ ljfr手均共

有の念l土、「 iず Jγu、自J史等;の上の BllIl1C階、IllC 出 d:aftの 念 と おL

すると!よしミえ、支部凶守法にも存在Lととして、 3主主主共有に関する

(f 11 の規定はかつての家j き共兵;こ 111来するものだこ問符にすit:~j-t る苧「誌

もある

ところが、上述の説明はあくまで研完声のけ、;11'論上ごのJ正論ゼあり、

そこからは、実際の¥'/;;よ兵科にお lγと、どのような議論がされたのかは

わからないりそもをも、民間初期の法律の ~G民ぃ関するf:F'JしはE立が少な

いJ その背景i土、純一仁、この時間に f立政治がヌ、安定であるため、司法

χ:!ÎH~， j~ cm於よ1伺民社;共同宇津本法座よ研究J 窺川、緋7-C(/f、基本問包 〔白

"tJ?Hi版、 "亡ハこ勺 Yしこ)---. h_---..~言、

行主主炎A1lf• -;主末雄~，;'i凶戦士、法- ¥日昔LL¥片足、 九八人11〆 - 河

川仁W23:'t IF玄 -JJ :~~j5~'-û、史 I '経才7寅 :111 台、~}l，~三年;同~f[乙

二日社S7(4'41:J)lD47 |ωl 
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の;~営も完ど;γでは主か〆丈:こ炉、第 に、資料収集の凶碓さ、炉いうよ11

出が存在すると指1:;"]::.: ~'L 亡いるヘ資料 ;r~tじの '.I に~~)¥ 'て、 i↓i華民止正(山

;士 l完成 \~i. .. ----. h.l 八-f:::)以訴の に関する史料ははヮからなしh

すなわち、できあうし》た条文はめるものの、その議論のi孟科は全くィ、町

である J 立以、民成立役、その議事録lよ存立してお，'j、現行訟の市絡

が多少わかるが、民法相続j需の i表決涜FF に関して:土、活訟の内~~~がキでく

きれず、「主:人JJま 挙干」・ 11Ji人人数 全イ人挙手という

去により、全会一致で法fWぷ刊'1決されナ Jとしか書←れていない

さらに、その前に、 J完投、起 ~:~H~:，立与Ld:~p:tで起 A 幸if与を行ったが、そ

の内容ははfだ l治土続十E絞羊案計八八条を起品し、大ニ?の寸決に1，1す J

と73引ているにすぎなしいJ 結局、立法過在におけるこのポイン pは、

直按の史料かヮは月半月月できないれ l会一千掛か 1，になるものは、 九 1:六年

に ri1華;立国 :1];:)、行政部が編纂した~ ri1華え国民;:)、出J三!と担能漏J !:し s与資

みである r その中には、 l↓以内民法制j定訟のいくつかの法待茶

が残っている J それぞれの"法経緯は記載されて， 'ないが、 1時間の販に

iQノて、王託行中芸J:(1，'1 J:( 1)、信 干f 条U)別却にヨる条文の変迭を

万ること}こよって、 4え況は子'i1 :~j らかになるのであろ弓と lf えられ之。

(3) j.青末から中華民国民法典の施行までの法律の変遷

まず、簡単;二歴五千百 f/..る¥ 八四 年、「下向は fヘン戦苧 lごft'~北

しで以史、同洋タサ強tの-，主のィ、、l'等条約の漏討を強し られ、組土告iU~完

と賠貴金支払いを強嬰され、関税 L ↑十?を苓われたコ lìf~ホ裁判権のj放民

をf苛るために、治政肘{ま Jt..~-) L午に説法典の起千をノ主将的;ニ:JD舶に

それをう成Lたのは カ 年の民千l'草案以(r記のでゐるが、:，，1

吹場 I1 民間初年 (1912-.1.92';)担、制l史研究男前 111 r:~ 口、市J研究 it; 恒明l

方1，1':.，;干;会斗学金報て間(-)i..，)L11年..........-，"'[，

'j({ \'r}J~1託公十 i~.5_- It:劃{ 九一 千j--:i -t;.;J，、流会戸元議事-J;j~- .--貝

立法院失事え第 イ月期~ ( • Jr 年J立1人民持委f司会者予報告 頁

!S }tt:;庶成「ょうc1りiJi云伊変海部i裁判UJI (臼支出版、 -~(JOU イ1) 七一一 人五只ー

大1青民主E市本の起叩;立、 !t.，C:七年:こ始iiJ、討:家本 命蕨三 よけ告をH
ftそ修百Ji、1.としと :i:;(に開始したが、三起訴の起草作業[ム日ギヵムボ1耳Uえ才した

志→押太郎と|吋111朝i太郎の への，r者lよ"て行方》れ工 ( 九C/¥.イ['-)ー編纂

作菜は 年間で終わり、 九一 年(，.::. :'~，!:事を uu二間三た〉ニ J)\:LX":::土、ドイツ

l自11 ~lìJ、 Sii4.4l4)lD46



台湾決ての引税(?);@担におげ品三百分以殺詞，)、の機能 {1

{rに(炎#命力会主b発Li古JIy'luが持GA..J: 炉ころが組主<r~'II正{止長|高tE 校

7)局面に陥る。 万してーィl ワ~ ~、〆会斗義的席上、 ':'1主|イu、什-liよ lìJ~ホ裁

判権のI九(~:ぬ系いたが、ヲIJ0_~花丙は片岡 7杏同?と派遣い「ド丙の司法決況を

珂ft~ れ i誌で;疋ノしするとで張したにl 北}政府はここ ;f主つてはじめて γづ

け、計J二立d-、を急がてJ、 )L 烹千外出三百官己uが訓告寸る奇i;(，こtui、典パの

を己了するよっにキーしたりしか:戸、このお一次J)氏作空交(:'

記 の が で さ たとき、起凸の決定を fした i白 Jdt:;~ミ iと洋 i土[現"ご崩1哀

して v'，。それとり;jj主仁、 手.JB、|ト|民政府は fL 七年しりf芸、lーカら渋川j局

に民;}、民を芯中さて7はしそうた J 九 八:q'~ :こ家民;}、と相続iLの起+ィι長

し、 [1'，))::1ーが〆〉たものはいわゆる I法制局親方主法 e 桔杭伝草案 l弓l

i 下記の '3)') であるが、施行される百'1 仁、法制局 l土終;喝を j~f!去、~- Jt?~な

との音鋲は寸法院 (-JL 八年成す)に移ユ与された、ウ法院:ま-)1.....-. )~J 

(1に民u、起叩委員会を投開し、同i!.'.:から Ui!までの院に、民u、典各手話
の立法作業を12ρfこ。，)Lニーイ?までに企てのよ日法泣びその施行法(2:.、

国民政府じよけ公イIJ、施行さ 11た、それが羽行の中自民国叉法ユゃゐる r

t¥;;:去を怠考仁 Lてj乍られ七ものであり、パ〉デケテ:;..-:r¥: (i')編纂h?':t、力、採j甘され

8iIの日Hi'W、 編は I]{¥ヘの苧昔の 7C完成されものごあり、ドイんRγi、の

ほか、なお多くの 11文民法の継乏があった}ニ :h~こ討して、議族法し十円í:~;'士[士、

む〆ろそのった'fi土'1'IQ 司イj 法 ~1)1j:i;'なとあった」詳しい勾l介は、日本~i': C)文献と

Lて、示f'I松明中市民1'1民心 前FさIYJ編戸史朴氏LJ、典 (;J)Z丈立、

勺C叫イ:)一辺 i¥C)- 一凶 --h- ，8 、引|刊寸干の丈 :1V: とし亡、 i~械をや」宮中川近代

Ri)支」 、伐材てr:.I;hiZtI、 九八....，:.c) 八l'可ーノL子千頁を季限υ

，)~' 
ノい 立 J二第 次K-i~草案の起草b士川、括的に間 I!白 ~J:(' ~ぞ(

日主持 法敬綜(1，，1加、吉右品 f物杭〕、 TiCでう古槌 f義弘、 ~'~H':元 ) tJ)五人を起苧

委員としと布一Ji~ され、術家作Yc:: プ0 "1 Jわれた J こ(j)♀烹[ま完全い中["[人的学r-;.と

実務家(/)了で完成されX ものであ〉に~制定当時、 ドイツi止法とスイス訟の寝

位性が不問されたため、 1 イ勺J、 Cr)継受はほとんジ ;'i:j~~;きれた J

，J 一九 七九に市R:W民政府は法判同を剤投し、 アL ヘイ1i 法制同{三+JI抜

IJ、 世続出を記長支しはとめ いJ存の の月;こ完江主したc 親万七、総;，;:元日樹;号、 相続

編;ょ桜町tが;;O~~作業会~，当|た

日 九人イIiこ !(i!、起草委員会は、決ァ首の惇来常-:~、対全世尚立体彬

部副じ秀 (t;多に上叶吋を継↑工)を起"委司炉して作業をロワ拾し た j「 1去の山一'iÊ~士、

当時1+1凶Le民党 +1'):IF'{Nマニ:議におし ι てTi]決された「上..ci:玉名活吊ω¥f法Jf(UI] I ~ニ従

二日社 S7(4'413)lD4S |山l
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i以1τ:は止 l 叶l守f芸辛害民凶I民記カ7松出土ム、7下訓tリIj:;壬定t'.一臼史」干料!葉絹」 にt~1げTらオれlJた:昨市f、!史iとよよσの)各i1

にz必):げf る共!川iイf花続続白じの/ソ叫ノ;条条丈を E吋~:j刈目を;迫虫つて児て l川、く二ととする C

小 j、法上t律

口元

凶 t一 条:立、相続人数人マル iキハ各遺詮→i寸キ共有権マ有ノ、J

と規定しているのその立辺、の説'!IJ:こは、 ノト灸{よ相殺人の共有権を珂定

している。 けだし、相続 I¥.-i]S数人為 1)、J電i話も数値あり、手干拓i老人以そ

の伝統わっ二芯じて、遺産全市;、対|て共tjj主を有寸る このことは各区

の:土4下においても Inj採であるミ円関係は物権法の共布規定に従う」

と子ヰかれどいる二九 凡すると、ここの「共有一刻宅は3X*'(}刀、有か合

わかれからないが、治編 L物it)拾 に〉ノピ粂0)-;/法目白に、 l法律

の規定に Jって(何jえlZ、公民相半刀、または契約によっヤ(例えば、

組作契約あるい:立夫似た有財産契約人数人が公Hi;]f， 1ムH子k あるとき、

ニグ〉数人は持分にしたがっご初くを有ヲるのではな vミため、分別共有

はなく、公同共右手号である J と記載さ1してしミるので、 山一法告は十目立了

後の遺土屋共有状キゲ「有こ1まえていたといえよ与{

〈包〉第一次 ]:(1下草議

:;t -----=:zg 仁-$~，'こ、 l 相 l主主人が数人あるときは、法桧を分間する前に、

名右手Jr人は選出会部:こ対 Lて、公民尖イj十a:をfJ'gる lとほ定してゾ、る

このl坪詰ら、条又 lは明人で公同共 liJ と規定されは約fニピ

♂u、1¥:11JnJ相続u、苧条
本草案は、上述Lた一つの1¥:作草案に反して、惚数円相続人プ0"共H二い

相手止すると活の相主，)I;ti'，の帰属関係についてはl'すも規定|パ v、なし ¥c，し

かし、この草案はliljもな〈その7誌の(3JFrの)氏〈士相続，t1:Wド攻り替えら

い、 さらド 1 イノRi'J、 r ス〆イスゼミを参照 L/もの手あZ その公布 !也行乃迎

恒;之、宜、別、 ftr花、物権、沌民及1}'杭夜ぴ)罰百;r. "CそjLぞれL だから、 1~1{'* さ

れたようさ;予約ま何時;公布 施行されたわけではなく、ぱらぱムと在ったハ

以一?におけるべ法上(il!:，'I'案の全全主の日本語択は、有有7川i)，7ti株式会打点

務部説J!d;JH軍司中華h，;いeid二'n，:i/"(Jc ・治一--~1 (コJ法!;一九 江イ1>--/; 1:) [己u

i コ注r;rj寺田~， '}.::利氏口、興，日記文ザ丈、二lコ仁)1'可作)所収、 |川J二'，-¥0 頁J

日ドh封7政部民法併ffFi修ょに委員公編 Y巾華民国民法:hlj定'12.料金編 JLJlE(μj

法行政部、 九七人布 九五二万三

"H c、 lL一貫 J
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台湾決ての引税(?);@担におげ品三百分以殺詞，)、の機能 (1

れたため、尖|訟にはあま :'l長会智¥らがなv、まま終わったといλ ぶう

との相続析の特i設はnl、の通りである口伐の A.:~青氏将立案の身分

;士l止、日行手法と比べれば、ヲ可洋Hすな法概念企1j11'J入れたものが少なく、

むしろω111の日記有法を中心とし、 I!Jf汀j乏i主の中で"'1ιlと類似する l市分だ

けを採用 Lた。[司法IJ多く!よヨ本1去を参考としとが、伝統的な主倫:11'

J)缶彩はさらに円 より 11きいと l~*i可されて l 、る 第一次 L上~件)

B;!:icと争奈の十日未lt法 ド は 、 刊 か に 回 の 「/J、i:i3E(ソウチ r} j 
ーヲi

仁ついており:Jなfで漏えさ札「いるが力、他)Jで、す{去長はlぷ〈間i'iI¥: 

j去の精神や技術を吸収し、凶者以、に土て恨4、 f~S0.攻 I貴を行った，

社 11を現行σ);_:-1ギミ↓"iIC;dミ間 1二転じていえば、 i調校;去と朽f正法をたい

た討)主{少の t~j;J(土、第 次民i主斗'紫の出[主受だとね抗されている川しでは、

なぜ身分ィ去のじ1:;分i土、日'Jの一つのよ己{下ffえと異在ってーいるのかc こ;rU土、

メ張生官民1"1初WI民u、j}7jilX:1t11-:. 幻同有u、 lヰJi'J政

次大学、 (。-J1 一人】，7L.R0

円I 1I1同市代の叫杭l土、 つの制aがある 2いわれている ?if;直秀 j" II~r~ 

牧民のl守、比~J (剣ぇ社、 九六七主1 七Flι 九百l止、「第 (土人を継ぐ

とνイ?と畑出IJ)、約 i主計Jj;じを主、itるということ(年記 l、約二は則定をぷ

けるといと (ヰ、宗)であJ U 、 l 人・ fT~ íI， !_I. ・財汁がl平然-Jt、とし とd白日政包

れて v る と m~t~ll 〆ている… ';T~~洗剤肢は、このよつな:つの側町内ものを

完fI-.H=相殺する〉いうことである

53 大清Wí宇草宇:':'，こは l ，;、羽 S~荘-，'?"c. ぴ)017:がなかコたが、 lノに相当オ

るものがあったこ jなわち、:~~机絵本 j 的意叫、で則定宇佐続する J; は l 松本人

¥きち入会i と"山、 IS辞ヌ江戸、Jがvλない域汗l、事日省のx室主三が桐枕する省lよ 遺

産承会人治九条J べ、う:5ら(、立，1:条の， 戸、 C)~~(!H には、円、わゆる ~'l~;

己主(之、 J永寺三を継どこ，t，だりどなく、宗引を継続するこエも747まれてし ζ} てれ

ゆえ、引率楕をイn る;i)-i之、波間続人的Ëf.ぷ守~~ (~話民 男i止のみ)に;Jlr:) 

{Iている いに被，~殺人;ご千係かないJ易会に、その辿咋処f:'H立、給制【手 rrJI

。あとを絞ぐ 1 と;二関係がないため、継承としむず、承J交という 」と円かれ

と町、心。 j)，:のこよから、大治氏??苧誌の 継車j は、第二次氏i宇品'，j誌の /百

四継総.1 !:: I~J校な国広告いだとわかるつ

;，1i，/1 対 1 '1初期上~i去自白ほ代化 以白ui去二ナ1:;1完氏自;乎行為1;:'1:.'.1 (Ij勺IJ支
; J:-}.午 、 主-，ー百日，、 J 、 、 一 ，一一

(，(' 1、十乱伐 1 Vl 山華料|ャ'I~~it 僻地J j-JIj刀途切繍『史料品渋川 (r主主主、-

-'"ン川年 :HlJ'¥.!頁
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.j， 
l州 口元

jし りイ1'1¥;0)rlr匡jで(土、男女、;:'~j が当持の lU、 iQ，:J Cノノ土流になっており、

現行 Lがこれを i受け人れて、阿草案p'~'lt にあっと不台理な規\l:を 掃し

た」じムからである、と説明戸れている r 伺式;ニ ~ft って、現行民法

及 び Z:'と比べれば、 Lア)が宗杭緋/えの原則を明文で採)11したの仁対

し亡、 fJHj民法がこれを廃止 Lているこシ、 Lイj工l北びよ女子のこ11

敗花続1i-を認めなか〉ためにメ寸して、現行弐法;土男女にかかわらずギ等

の十百九t慢を悦|年してし、心?と、 r，ノ!及びこは配偶苫桐続1俸がなかっ

たが、主l1Ti J立法:土配偶 .g 十~-H主権を~月文で3三めて t 'る、なとが顕著な

としご指摘さ礼、いるの. Jl，lJJ l¥; i}"之、 臼洋丘、の同点ごみれば、う先4抗うコ進昆白)的ぷ杓j 

であるといえ之る〉刀がミ¥、 i当与ド吋守、社会で;は立なよ釘qレJ

法i芹立治がミ干i会1混見状と立担E慾してνt吟るといろ|閃司題も拍;論l陥迫されている川叫f 

氏IH)J則 k 民法i土防ねト述した :c]の寸法をむにそれぞrしの詐{，rffi(.土

1::なるものの、己れまで検討してきた九1犬、立u、J2jはきわjから)1，.1円干lil士

の宣花共九状態を l 合{{Iだと考えており、その件、もごの考主方を塙

し続けた、 去らに、反行の了寸華弐田氏、ナ相i続編l之、 ノL---::C年l施行J、

点、 jlJ'<八年にy"1.'1本土?の寿命が終わるまで;土、第 烹 条も改

上正されることがなかった。

何台湾との関係

よ~I では、岐しやì't]で施行三れていゐ rt奈良同長i六の条止の致活苦慨

しできたn しかし、制占を台湾に転じてvゐえ(;f、えがぐに闘するJ快史的企

ポ備は、 '1'1"1と異なることは明らかであるc なぜなら、 qJ華民1"'11心よiよ

lL:J4子千 午;こはめと効力主 F↑ たもの守あり、それ以司じは別の法

体系7ト{iぬ1:有11していた J Ll卜では愉単;-f、治を一行体と Lた法，(-!t(1)位

山をまシめ、台汚にと J 仁グ)rl-;辛民:ETW、0).~主義をさえるこ〉にする J

ハニピ〕年代から、伝統ハ '1主|法以法上の移Etニ í~と〉て寸法に入って

きた〈 JJ?に 六八一h から八九青年ま はつ悶の治 Jf文}ftの悦治ト

'，.あーj、このH11月において、伝統中川法とその慣習はず?湾の付会に定着

Lt.二し

川 H仁、 四八六貝

例法制官IC 'i司心{-Zh:i:}、史、 IJ~ U~叫iH~R1十、 九人イ1'.) 正月 C

，i:3経m，'民法""4"え ι会え平古記者号、 )LE~I八年 l 四頁

l自fi.l ~lìJ、 Sii4.4l0)lD4Z



台湾決ての引税(?);@担におげ品三百分以殺詞))、の機能 {1

八九71{Tに古汚は日本統治時代に人 Jたn 当時の日斗はすでにa-;(f)

， i~1七をう己成していたり近代!l、とかな:) 距離乃ある行法に土JL亡、 H本

は最初、 (hil~) 本烏人と治問人のみに関わる民挙事尽について、判事

が地 )jt~否及び法起 i よって訴訟を醤引すると決ノししたにl そのれめ、子I

lY5[:e';有の苔慣と!よ刊かを推定することがl需要であ，'j、調脊を行ったハこ

れ;土 般企:J):日慣ノごーとも 4ばれる ゐ(-，C，

九 年(~: þîj~:I#{:ì i;J :II')'~調査会 i よ η て山収された 泊、

らは、、!?吋のや汚の持]液状{兄を少し窺うことができる d すなわち、「Jf

j'i"]二於ァモ討烹ハ家丙二五恭二則トリ与日勤労二回リ科シタ jレ貯斥モよ

マ涼必トう父:Fi，"J~えノ行恕処分二委ス，レヲ\，i テ 続二美風 lノ九スト介

i1j ーケ~'-T .:y 家産ノ、均分ギ~ニ基キ邦子ハ柄子庶子安宇タルー論ゾク同等

ノ示調停は7')レモノトシ ιと述べ円オL、伝統中111の米産制度とは丈h が

なか〉た J 考えられる。ぞの後、一九一 f.:.~λ正一-i[_'，)材令害事同「一;

ノtEによって、日本の民法 商法ー民事訴訟法泣びその1むのjJl，;(法律;土、

翌年の 月 11 かっに施行された子、 WjJ~'t第四 lご七サおLt条の規定

に上れ1;['、本書人のみの親l剖・相続に閲する亨;;.1につしては、 Ki'J、第l'月

初段び~1i税û (f)規正を i'ifllせず、特に#ihょがない限り、慣出によるべき

ゼと三三 j J耳三寸れ:ま\日本1\，法の主主回と惜恥idfrj~ 土、 に;謹

「日さ礼ていなかったに

このように、白湾における共件、主J'": ~Ij絞紛争を鮮iたするにあf って、

け本の裁:判所lよ、 d木 1)話、伊ではなく、締かに:R慣やU:躍を泊)ijして千IJ

tたしたが ILlI開や法坪の三五質的な人J件奇認定した際に 徐々にヨ本民法

l 同~，-， "といったとfiil而されているにl これは '111恒解釈の民法化」とよば

れとしおる行コ例えば、相続の限定手;認〉段交{よ、台汚の|じ慣には存在し

なかったものの、 九 六 êrj_:: 年等干J、|法上台 ~:I)及びIIIJ 1主計部半 l オ i~非合ιρ

日曾}じjt.: 台湾家川汀l ヨ5言:El'，=)祥一期{ 口、コ年) ~JL じ

九八白l

~~， ~-+ηl:;J} IH':間調査会制台湾f!， iム治 幸下 (~.'~a-ふf-ì汚 111償問青会、 ノL

年"四人口

目桁背松平 主品市じ::~~主i土千二 ~;~J ，~. _ry~' クル特殊;J、作ノ研党 l改;;J版I1( 東部書議、

ノ!、頁-

F 骨文亮 l台湾当てを制度的f古変j 割、与了で'4，;，長 期
、/、

ノしノ、可。
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.j， 
l州 口元

は、日本民法上の !~t{定永五百と欣哀の税'it: を i1、開j とLて台汚人

7)寸イ?に波!IJしうるこ j丸義 ν どヘ家法fj:1;;主について、政判所lよ、 H本

Te;士「の家何十号九十の1;:)l;念い基づ持、 のii"紋を y----;.i桐Miと島了汗桐Miと

11'1'び、さら l 大量(，，~ Hフド約九::Ci主の;IJ請をもぺて家主主の11:慣を解釈して¥' 

総じていλ:1、日オ統治時代に、台湾0)家否問題iJI日償 r~却され

ていたが、!円慌の内ずれ正不変なも J)¥いはなく、次第に H本氏JJこ悦って

いく傾向にあったと考えられる 6S

そして、一九凶五年仁ほ木の代わりに、中ヰ只川の統治がとuま旬、中

華民国b~d)β台 i';'\ .~乙!，fli1丁さ j しだ J その計l果、日 4、統治時代ジ〉裁判所1可決(，~.~

I外トfl'IJ決 j とされており、その時代の法令も 九I!i;¥:斗 lご月てliは

から完企に失効!ノヂニ 当時の白山法体系では、ある12授の「法規範の町

袋、しかし法引 f?の連続」とし寸王 i 象が起きふ川。「法H i'~の ;~R売」古

保たれた つの河一同l土、恨むの尚然であ t人すなわち、:っし以前の円本

法沖系も、 _+1本!(同法仏系も、 !、 ('J式の近代法に!司寸るものでみるた

め、 ;:'u老の λJれに具体均な村rJ主，凸がな， 'わけではないが、中 !1}民国民法

が台湾に施行されごj孔点、;-~];戸内問に;土特別な違和感ないし抵抗l惑を生

じなかったからである"その後、 九四八司、凶災対:政情はrll日記f、|注

から台湾:こ逃げ込み、その統1吉JJu，!(i主事実上台 1寄 (l:E;湖、金?1、)!，jj目)

に以ら l'ている 巾華民間作体系也、このil守かられ均でだけじき延びて

いる「この誌、体系が、 Lμ 凶で生まれ、幼いころに捨てられ、白汚 i，'.成

長したたも 7)どという πv，}うは、相1めて k:;i-~iJ な去現 l' と円、わ礼る c 寸ー

い険えれば、中高民間;士l主計同でF↑まれたが、三五fぶに村会いi受Jをし、三だ

日二L保升 11 i台 n'問主詩人7~. 属継説法可法県;::、円it .J成).....法投評論奇人問(

九九仁イ1).c;。

り曾〉ム冗 r-fii，み家枠制l長IJヲ治変ji9il汗河口巻一期----'.ノピj 年_____}L八 tL

L王者手チ1 鵠rhii 台湾近代法律体系的イr在、 J !Jfi法学雑誌ノ、ノ、周¥

コ午 1六百)

可 'I奈子十「台泣戦後初期的政権転~!;IiJ反体イ木/字的手(A!~ ( ---)し1'"，円 一九四九)

吋大法7'山主義一九長 期¥ 九九九年、|叫川 --I!月五只， 1三柏松 1--¥/1 i I r平T!I'-:

民，;1~ JY:-遮 l 市=遠日制「史料民J、;"=!_ (t~X 丈主 l勺r.::)~年) ~:Z=:八人民

次王者UI 市 r、議 台湾近代法律体系5')伴 }t」)ltt:王手雑誌八八期-，C，C

~=)íE) 七七頁
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台湾決ての引税(?);@担におげ品三百分以殺詞))、の機能 (1

;~'力 It を筏i与したグ〉(主台 i;すにおいてである

花続のみにう詮討すれば、 !イ水統治 p-~.;関心|巨慣とたJ\+I-i李氏|玉|ょむよの

相手jh編はと;f.----t1 '/パyナイleの〆ベノレが戸らに古いっ護;庶が刊百人Jlti'，とちれ

宗税制度:(土必止され、財産主相続しか伐されていないι 返年ぴ)主主勢と d ナ、

古;巧む{よλぜ¥.f更な iJ、改正が手Jわれ、新た主立法も数多く干Jわれている J

この以内は 'iUI"cつれ円11:1と呼ばれている口作とえば、 F'iHD.j長編に関

|ては、 JL八fJ年に l口[だけ法改正 JLゥ条に及ぶ)があったu し

かし、その防でも、え法第 一五一条のf;イ1仁凶1る悦;とは、そしつセ容

を交史されずに椎J"，さすしごきた、

〆:t1' 0)今 IJ の出えについて、"'1'究者に~，乙""ドりがないわけではない。

白有問イょの下では桝続人は相続財産にヨつ U

がいできず、民I}~の玩全を害する恐れがゐるという J しかし、 1:t:i統符カ

随行，~ ;(~てから'J!tr :こし s たるまで(/)三五'11官、私見受;よ f;t:{~: 克されるこ

とがな7'Jミったロ

以 lでは、 民同制 記けるヂ「有の規定の経境を概観してきた、ミヲ~ ~立

合有(1)-1、での;)、i下同係を検討する。

3掴債権と債務の共同相続

主立とう}'~'I~ Íj Iニ、共同訓統へは産性 lこえ J して台 11 閃↑手;、あるため、 た同

ι11続人(土イ村市立債権債務につ ρ ても当然に合右調泌 Y なる n とf:~_見の議論の

qJ ，レ!よ、共 H花続人の宍H~みジ、の形式 Jニ集 l↓しておれ、実体士に悶する

前"'flはほとんとイT--j'Jじないため. J~I'-:ま判例と宇治を尺~Jjせず、 J古権と

位校yY項目を分けて約介する

(1 i j債権

i震対分判liiJに、存共H花続人l土湾除 して台有関係にあるため、共

同相続人 iá 千円前l した債権いて)~ミて長体的なJす句、をイJ ない。したノうしコても

w絞f計主は金銭債権のようご主 'J)e'1奇怪かfむの不可分債泣かにかトわら

j、最売-j}?'，:U前にiJ0有債権と考え己、るを科ないし

;-:， j::右ヌミ~;ゲI.+: i':t支配めれ常」アンア遊+:i[Jノ、 5J l りの 午 li...11貝

:;*W~);: rt毛同劇アiq}，J匝の研究」 窺，，，品、持-7-C(/f、基本問思 〔白青山板、 プ]，

己六年)

二日社 S7(4)40I)lD_'>'9 1621 



Cu 弁済の請求ないし受領の方法について

4 

H附 日見

この相続債権の合有状態について、実務上最も多く見られる争いは、

共同相続人が共同して桐絞債務者に対して弁済を請求しなければならな

いのかということであるコすなわち、訴訟上、これを呂、接的共1，，1訴訟と

解し、共同相絞人全体が原告となるべきか、または小口j分債権の規定を

類推し、共川相続人の 人が全体のために弁済を請求できるか、という

問題である。

ぷl司法院六九年fi上T'第 二六凶号↑IIf1í~ は、賃貸人の地fすを相続した

共同相続人が、賃借入に刻して賃料を訂求した事案において、連帯債権

と共同相続された債権の相遣を指摘した。「いわゆる連砧債権では、多

数の債権者が同一日的の数仙の債権を有しており、各白または共同で全

部あるいは一部の給千jを請求しうる。債務者が債権者の一人に全部の給

付を行なえば、債権は消滅する。これに刻して、合有の債権は つの権

利である。その債務者が合有の所有者全体に対して弁済しない|浪り、債

務は消滅しない」として、賃借入が共同キ11続人の 人に給付したものの、

債務がこれによって消滅しないと判断したc きらに、七心年台トヂ第

うす判決において、共同相続人の 人が、被材|続人の悩吾賠償債権

を相続したとして、小法行為者に対して(医療費全額の)賠償を求めた

が、最高法院は「損害賠償債権が・被上背人である1L人の相続人の合有

に掃するため、被上告人全体でのみその給制を請求することができる。

木件において妓上告人の 人は単独で白己に給付するよう求めたが、そ

れは権利保設要刊をうくいているといわざるをえない」としたれ次に、七

四年fi上了'第じ四八号半Ij仰Jは、共川相続人が共1，，1で相続不動監を完却し

た場合に、その代金債権は相続人の合有に!馬 L、連帯債権ではないため、

共|川相続人の 人が単独で弁済を受けても、債権は消滅しないないとし

たっ

六九年と仁凶年の判決は、相続債務者が共同相続人の一人に対して給

付しても、弁済の効果を止じないと明言した。そして、七の年の判決は、

共同相続人の一人が相続債務者に対して白己に給刊すべきだというギ張

を再定した。この判決はどのように理解 Fべきであるか。換言 Fれば、

共同相続人の 人が相続債務者に対して相続人全体へ給付するという±

張は認められるか、あるいは共同相続人は全休でこの弁治苅求をしなけ

[印] ItiJと57(4-406)19汲3



台湾決ての引税(?);@担におげ品三百分以殺詞，)、の機能 (1

ればならない(必要的犬 かであるこの判決は r-~r~令指憤債権

が ll)、の相続人の台有にf立するため、キ体でのみその給付を請主する

ことが守主る」と判示 L、必要的長信1 ¥'，1っとし=るとi日解寸るこ

ともが 11Hj~ではない〈 しか Lながり、原;bの請求がけ己1:対1る幸人;寸む

あるため、半Jj災の射程を f自己だけに対する給:.J る〉いう〕詰U

:#~昨釈し、宍 H柁絞人全体が原台となることにまとは/むまない、すなわ

ち則述の「〆争体とのみその給付を可lぷするごとがときる」と， 'う i人j符を

と苦えることもローされ4う心

λ はむしろ苦手の見解に封J-!t，;;しといる、すなわち、民法さき 九 条

志向 現の定める不可分債権OJf司だ戸Eを芳1栄治J，j ，_，、相絞人の 人が相社

人全体の利益のために、{責務主に対 lて桝続人全休へ弁尚一五百求できるこ

.~.~R している ;"0円その桜拠として l土ドイヅ;引去さわ 1， )コ h.条1 が手げら

tして vミる

債悼と債務のぬ同

jh 同制 1;;三人がf主制 I~ 三人に<，j して、億棒キ有するまたは債務を B う場什

に、債権 l-.f戸務;土没1"にト〉て幻滅-4-，;らかr 学高;土、存続的必要竺があ

ることを理出と Lて、 UHiJを認めなしと王摂している I二これに討して、

E"lhl 下第二一七;~--:; ~'rJ 例は、 ~jjl!{t に混同を l詰め、長同 1官級人間の

出fJ債務の泊滅にぶつ亡求f主権が発生するという見解宇tJ、用したにすな

名f1t住者(;1f1t務者l;主H て ↑古住者全:'，):のt"めの給十lを詩ぷ 9;:，こ Jが F

きる

(¥ *~烹就航承法実例解説 l 自黄山版、 九九九千} く〕 円い

ド十〆民J、情 。二九条は、「詰ぷ情的立 l正 L属スル λキハ、義務11ノ、相続

人ノ全員二I~J :--共Idニノミ給付ワ1'1シ11共IroJ相続人ハ相続人ノ全員二H7，}v給

付ノミヲ詰止スルコトソ作 斗11、同初(主人ノJ、主主持者 対シテ 折れトスベキモノ

ヲ相続人ノ引司〆t.1-~j士，(1，ベ式 J ドえf\ 其〆 iむL一泊-l.:-if" i 〆ドえノ \tUê!折

ノ浜イ千スベキ保管者二父 fl スベキ i-'j'ヲ読ボスルコ子号待乙 j と;J-.:.め -r~ ¥、るごょ1

5主其 {1 「甜;1f~民法 [V，相続lt.~ (有11:問、一九一九年)一 八 fL

:凍烹干怯y，:汲灸 ?貫町ヲ示二 1栄~~ . ~~引A長1芯主共告 、J必(?)法!，刑7京希新"市j合 J氏吋苦苔こ日、 f:伶l色注"ι:版、 一C
:コ)芋 ?苧f下て訂1 隙村杭:手炎と] 一J六、頁、 注ノJ六;、 仁C

~9 主主弘知 l' 合主主"*推 "'1'0'1 ;:'承法』 白支 1;)版、 九八ノ¥イ1--，) 一川点。 lは棋炎

支;'-J、~:・郭伝恭 Jじ昔 l 氏 iJ、組ぷ事iμ的(三氏害)w; 、修「了三校、 じりす!f) r隙
桟炎]ー 貝 J

二日社 S7(4'40:J)lD.'J，7 1 ，のl
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わち、 l債権者が債務芦の財産を相続する場合に、ネグ〉債権:ょ民d-、第三

沼田条じl)i}t，ll:jに;:~--)て1ì'í/1点する υ 本米、 7Tい相続人の聞にはど;!}、第

者一条によっ -c~宝寺1~責務の関係がF↑!~.{;>~ '('Cらい、民法第 七j!j粂によ

れば、 i主';ii債務省の 人的↑主務刀、;昆 ~I:H ャぶ ljm滅 L れときは、他の債務

有もまたその京を免れる。したがJ 仁、相続債務!よUtr-:ちによ〉てお滅す

るコ 11:'.:戸、その依1i-をい保するために収勺絡が設はされている場台に、

民法第八 条 JB中ぴト告雪 組出条ただし-t(トよけ、求↑員権主は、免

責さ才1t:: f責務省に討してその芥自の会担的分注ひ免衰の向から~~した

利到の{首還を前どこすることがごさ、このぷ債の主主圏内 C-1'責権手その権利を

承判長ずる。そのため、原抵当格 l土、このぷ/寸について存枕するが、抵当

権の範聞もまたこ j しに 1浪ら到、![~米の質権全休イ?するわけではない

とL うことであるつ

債権("-1'責務の相殺

学説;土、尖:pj恒前こ人が被恒前こ人に対Lて債務を負う
I

品台に、情絞した

¥vl相続人の)債権ギトもってその他人の債務と)'11殺しえないとヰコj長Lたに

をの瑚1:Ii土、第ーに、桐殺が相続討芭を処分する行為である子的、九一l司

相続人会i1ベイTI主すべきであること、お-!二、中 t続人の 人が王張した

相殺を l忠めると、遠距J青労の公干にa'~、 ítLのおおid~合誌 fTの干 j主主主芹子

ることが挙J7守われるに
ο

えたに、イ十日主人ご毛い刊1，え債務者が、」日i司イ十日立人の 人(:対L

有ずるとして花殺を t~~R ずることは、 てもよ ν、かし

ヰ

デ半有閑

恨の 体作と"it~-..件奇~~ほするためとi 、私Utの境定(民法第ノ\八一条第

三百 純子:i(1)位1害者 i土、 ぞのiヨ務と赤司令日;一対するiヨiitとを社1t¥どするこ

と古τできない，)を引用 L 、 r~~;主的に訴 L ている

(2:1 債務

相続債務r;:、そもそも に属するため、合:(の債務とあると司

ゼ主ぬい災 直宗楽 邦採}J~~共話::--;立法継手、若「詰， ¥'R内弓、修5 版、("'.

~ '1互干j 隙棋芋と] ノ、Rυ
引涼:杭 ý"i: ・ w-~:-i:;:里j ・郭必ずまlI，苦「え ì:，i、継不Ef右目(二民再局、修百;ー版、 。
っFノ

i、(臥棋炎]一一ノ、負。

紅専u;ミ輝会iï ;，i.、推~~~~継正、L， ( R 't+L' tl:¥ ，¥圧、 九八ノ、年 "1;頁A

1711 ~lìJ、 Sii4.4u4リ9以1



台湾法での千円続の沼佳における辺自分減殺請求の機能 (1

時に、相続債権者の保設及び共同桐絞人間の公平を図るために、民法の

規定によって、連イi~'債務でもある。すなわち、第 立二条は、，(第

J!!)相続人は、被相続人の債務に対して連帯責任を負うっ(第二項j相

続人相Ti間においては、妓相続人の債務に対して別段の約どがある場台

を除いて、その相続分に応じて負担する」と定めているの共同相続人は

相続債務に対して連';ii責任を負うため、民法債権編の迷，;i~"債務に関する

規定(第二七二条から第二八二条まで)は相続債務に適用される、

①対外関係

民法第 七 条第頃を適用すると、相続債権苫は共同相続人の

人・数人または全体に対して全部または一部の給引を請求することがで

きる。最高法院一七年上字第一五八七せ判例は、 'Aの相続人は、被持

訴人の一人だけではない。民法第一 五二条第 項の刷定によれば、被

拝副長人はAの遺産に対して連帯責任を負うから、将司L人が被将司L人のみ

に対して、当該債務の履行を請求することは、1:(法第二七三条第一取の

規定に反しないため、正:，)/[である c I京半年が、相続人全体を共同被告とす

べきであるという見解を示した上で、控訴人の訴えを烹却した判断は違

法である」としている u

問題は、 債務が性質卜、小lリ分である均合に、 債権者は連帯債務を瑚

由として共同相続人の 人に対して起訴すれば足りるか、または合有の

ため、共同相続人全体を被告とすべきであるか(必要的共同訴訟)であ

るコ実務上は、賃仙梓の相続がしばしば問題となる。二八年fi上寸第

七いL[号判例は、連帯債務iJtを採用していると思われるつ tなわち、「帽子

争不動産は被相続人が牛 Ijij、上告人から賃fuしたものである。被相続人

死亡後、賃貸借関係の終了による明波義務は、民法第 五二条第反

の相続債務である。被上告人はこれに対して述イi~'責任を負うべきである」

と判示したのこれに対して、有一午台上字第一-"1叫号判例は、必要的

共同訴訟説にすっていると考えられる c すなわち、「ト告人は契約渦 f

を理府として、賃借入の相続人に対して不動産の明i度を訂求したが、相

続人であるAを被告としなかった。原審がこれを当事者適格に反すると

して、上fヰ人の訴えを棄却したことは適法である」と述べ、相続人全体

を被告とすべき必安的共同訴訟説を主持している。なお、司法行政部凶

七年八月 円台四七令民字第四九のせ、六年。月 四円台六

北法57(4. 40:;) 1935 [72J 



トネl民決こ子第 刊号(月半f?1日1]) もこの立場である
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なお、 j皇珪分械にお l、て、守口結点務を午 乃花続人:二食品弓せる約来

はよく凡られるわこのような均点は朽九十倍縁者の同苦手会符企 v 、限り、内

部効力を有ずる Yすさず、相続債権首仁メすしては効 fJを有しないじ民法

lよ、 tfi産分割伎における;，1司相続人の:主帯責任について、第 七 条

にぶいて村民i な判長>;~を設けている η これにつ l 、てはJ電荷分間の 1-;( で品 ι

ためてト-<.J'; 

l勺;;r:jl主11A

民法第一一五で条第一次(土、 ;U"J十日続人の均部内情J寄jj'招待J合を規定

している。この条文によれば、共I"J朽続人間では.t Ôl '指針分J におし

て償王寺や負担するため、連明債務者が 人数」に 1，仁、!〆てi皇新債務を分担

するとめよ民法前 八心会ミ本文幻ルールは、犯続債務には適'"さすしな

し'.，

4 .共同格続財産め管理、使用収益と処分

十日続財iWは-v、rf!JfII絞八の合毛;こ}I:ri-4 るゆえに、民法、物権樹;こzjlT25「17

l，jJ共有 J (今有) !，ニド~する鋭どが:il~!甘さ礼る、台有物の百:球、法flJ 収去年

と処分に|長jわる最も重要な条文は、 i仏法前八 八条橋二Tl-{における I~>: 

向 13ゐ L却の処分及 fFそのF市内権抑J1r!出土、公用 13ゐ若全1~の同意宇 {+rな

!1)L\-主主らなし勺レいう .(I~ノEである。

((1管理

十号九十日!;i"f2fの管郎1;1 第，'¥ 八条第 J買の「その{れの桧利行使ニ戒さl:i

ずると思われるべ Lたがって、相符TYi-i_監のセ埋は全共H社J続人がれう

べきむあり、多数決ごはない J

その他、相続j閉じ -Ji一条に;土 !日条公H共有の湾民!土、相続人

巾から 人を却して管坪子品三とができる と定められアいるから、兵

I，'J松続人の全体の決定仁よる令f!J1のは培、千守珪人を選7Fi干すこともでき

る" <1:: x:の l推してーとは、民訟第 百条の家長のJ主定υ司橡に、

選手¥Jii'裁を受け、あるいは-;y!症に沿って行悲ヘに就れするかをl百]わな

い J 包~f!1人ウずいる場合に、その'，，'，.rにJ、要な認医仁おい vヘ包~f!1人 ri'~';史

間ーじ沢飯干式法物権:;() 11111副 :J• r4~i 千!/Ii" (日主主{[¥版、 〉コ 1-1"_) ~ -j:. n 

1731 ~lìJ、 Sli4"4u~)lD3全



台湾決ての引税(?);@担におげ品三百分以殺詞))、の機能 (1

)))とJi'>[廷の権利を有する炉骨与される久i 管J{~! 人(1)管 ~I'l住 l ょ 3主任契約に慕

っくもの ~C.めるため、似の甘Ei モ人(委任者) iよいつでも解除することが

で万三ら ¥，?C法第五j!ih条第足、i

(2) 使用収益

将来討す圧の匂hl収益もまた、第八二八条第 J頁のその他C)権利行使

に該、11ずるこ刑されている託。 は共1"けo続人の台:育に1t;しており、

かっ各共同相続人(ぶt!~{ 院な持分を有するため、各共同十円まlt へは制々の

w続財産に対しでは↑史)11濯を右してお;)、 pJl.cn共liT)ね続人的淀川を排除

4ることができない さらに、相続対烹の収副長 L染フミ)は、依然として

i宣J.~f の々認であり、宍 :c) 材El 主人の台イJ に品する c 相杭lf) 必(7)行J~.，使 !11 、

収益:ついて、共同相続人間γは定めがあるとき、当認定めは各相続人

。〉十 -J;f売人:二む効 }J刀、及〆h ラ

13i 処 分

相討対応の処分につし hて、民法第八 八条二五二(ゴ、 公同共冶物の処

分及びその11i~(!)棒不Hパ史i之、公民共有音全体の同意メ干狩なり札i王与らな

Lミ」に定めているへ

く1) 共有物の処分 73有者会i十j，i)片:の!12月j

共同恨みミ人 i之、合 ú:失j係の卜で、持分(相料分j がit~{~é<;なものに子

ぎな， 'ため、十 i流財産宇情説するイ戸i々の財産に({11するt-'己の持分寺処

分することができ主いn 当然ながら、(日 LL の~:~うf を越えて hí立の財

監を処分1ることもできない。た J七花率先人は似の共H相続人全件のI>J，日

付21枠j 脅得れば、特定の財μf一軒処分するごとがで主る

"C ~立、村 l続人が他のだ:，，)相続人全只の 1，，)意を得ず ;f特心的 ~/1-;_監を処分

しとj品fr:こ、その行為の効来はどうなるかf 他人物売買の規定からもわ

かる 4うに、位十年行為以そもそも所有寺川 1 広がなくても有効に城山す

るものであるから、共同伝統人公イ与の同告を千~j.-c 'v、ない特定の j丹市(~J)t{

をヲ己主IJする契約などは、~_--r.と買士の l品;ではイ可の問題もなくヂ1 効であるし

最高法院はかつてかんこの珂を肯定して」、るハ で :q-~上字第 四八九b-

-32.設 J~$j; 裁京市;:li田区継車?王¥'，主(UJ枚、 }L八人fド) ノ¥t-1'

U ごく 1+:--"，守:~} 九五王号PJi'司コ
切北在~官民仁土、物ほ論{ト(]'1岩出版、一九九行主)一八一良r

二日社 S7(4)40JlDTl 174) 
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H附 日見

判例は、「合有の共有者の 人が、合有の円的物を売買する契約は、不

能の給付を契約のは的とするものではないじ所有株移転の処分行為は、

他の共有者の示認を得ていないため、効力を生じないものの、売買契約

は無効というわけではなしりと明保に債権行為の有効性を認めたc

なお、売買契約が有効であるから、買主は売主に対して物の引波ない

しそ}-a[移転を請求することができるコ完全は相続人であり、いつでも遺

産分割を前求し、その売却した物の所有権を117符し債務を履行すべきで

あるから、買オてはR法第一凶一条の規定により、完7干の遺産分割請求権

を{U立行使することがロl能である。但し、不動産の場合には登記の問題

があるため、買T.は遺産分割請求権を代壮行使する均台に、その訴えh

に留玄 Lなければならない}ナなわち、民法第七五九条は、「相続、強

制l執行、公ハj徴収λは法院のll)決によって、な記内IJ既に不動産物権を取

材した場合は、登記しなければその物権を処分することができなし、」と

胤定しているつ遺応分割は、この条文の「処分」行為に該当 4一ると併さ

れている U そのため、遺崖に属する不助崖についてはまず登記(合有で

ある相続登記)をしてからはじめて、遺応分割を行なうことができる。

不動並の以主が売王の遺並分割訪求権を代位する前提もまた、不動並が

既に相続登記されていることであるつしたがヮて、相続笠記を経ていな

い不助産を日い受けた者は、まず売主に(単独にじ理由は本早 ro 共

同相続財産の登記」を参照)桐続笠記を請>Rしてから、売主のjEi辛分割

請求梓をイ'tfiす行使し、共1，，1相続人全体 (Jiの5の(3)裁判分割。遺並分割

の訴えの当事者に関十る説明を参照)に対して遺産分割を請求する必要

がある。ただ、最高法院は六九年行上t:;布 。一号車1)1刊で、この一つ

の請求を つの千絞で行なう可能怜を肯定したっすなわち、「共有物の

分割は処分行為である。民法第じII九条の規定によれば、不動並の共有

者の一人が化亡した場合に、その桐絞人は桐続登記を「る前に共有物を

分割することができない。原告が、巾に対して相続な記を行うこと、さ

らに甲及び他の被上許人に対して共有物を分別することを併合して訂求

するのは、訴訟経済の安請に遭い、 R己法第七五九条y及えひ

一O条の規定にもj以メしなしい、'J のである C さらに、六九年台上字第一一一

凶日判例は、「分割の裁判lによって共有関係を単独所右の状態にするこ

とは処分行為である 本件被上昇人の被相続人甲と己が死亡後、被上件

[7riJ ItiJとri7(4.4α))1932 



台湾決ての引税(?);@担におげ品三百分以殺詞))、の機能 {1

へはまだ相続ftt記をしてい立い。民d-、第七百九条によ，~ ~， ~f、絞上古人 lよ

El tん約を処分守ることが二いきない口上台人が~t;にまたは Hp~に彼上告人

に対して桐料盆訳合議求せに l自ちに共イJ物の分割合請求することはII

勺で:まな l'J と述べている J 話司、約九t小刻ijj室町民---;-:は、ヲGT:のj量詮分

割日吉本権をイtt立-，1るために、 まず刊日立資百己を〆0，"ちる必要がある J

i震対分判で、1'，訟不動政治、完，-.¥こ伝馬することこな勺た場台に、 'HU土

i白j*1追い、対して当該ィ、動産の[1itjj量移転遊記7子五，';，j;:-，るごとがでさ

るお)ニオu:~tでし亡、ぺ該小野Ij}主ァド最終的にヲ:=1'に帰属しないこととなっ

と場企に、貫主(土債J宅不履行による宗主:治債を前三とごさる}

怯刀、物諸行為ジ〕部分は、 IQ法徐 八条第五，~ (:: ~+fj~利者が示lー

のuトカ均について7子った処分;止、権禾1;:tJ'の 1ド認宇経てはじめて~;<JJ刀を ~l

するJ) の1止なに7';1，づけi1'、シとはなく、効んがまだ惇定Lごいない

にヲぎない。したがって、共同村11主人宇討の I"J 烹を千H てし s な~~<f#'j主(/)十円

を処分する行為(2:.、 1血の共同花続人の追芯によって効力を生じる

ものと!汗芦れる 'iU判jはかつ γ 七年 J~ "7ておん凶 )1..サ川例 ε、「仔有

の-v、右詳の 人カペ 1;1;U)Jl、右詳のIfiJ立を1尋で.-;"3り寸¥Lかもが、f下ま?は

ざさ約の校総もなく完有13を処分した行為(士、全部打点効である J と制対説A

に立ってし i- が、ヴ~i(瓦はこの判j例を批判し、物油一行為の効力が縦走して

いな， 'とt:1やしている々 、

;'11-， 1"; 立，I~~(WU の殺有1 工地の場合

[ ;地iLiよ、民 Lの lうといl共有者士 J料llJ誌の原員1]I に関する特別な規~J.

t設けてし=るっすなわち、キ lr~法第一[!Lf条の第厄は「共イ]'--;-'，1'仏又は

建築改良物の処分、変更、及 (}:l也一権、とに小，f~';--:権、地3主権えは小刻ijj主資

をする場uU:、共有;ro)過半数の及びそのt十分合引の過、十数の

H魚をも〉てしなければならない口{豆 L、そ])'+'十分合計が二分の一てをお

日 七 年台上'7第ヵCゃ 号判例;二、「合ィーのよ有つての 八が、 1主のJt有二守山

II 斉をえヰずに行品物を売却するす i -Aは、他。〉共~-f 1~~ (，こ刻々を/ しないが、契約

の当事手には拘史力がある こ巳言ートJe'が分割l ょっと被ー青人に取得包オした地;

「干に、 l_~ ; 1; 人(上被 !;lJ、に所右権移中'I~堂ぷを』主求ずるこ l ができる」よ刊不 v

ごvミる。

町北ノト /Î'~ ;'i立法物梓論{土:'dl (山it;と段、 九九L-τ)I'g-:、民 ~:;:JL目 玉

沢鉱 ttt去53惇訂 以l洩則マ計JjJw，巨費計版、 。c す1二ヘ八四υ

二日社57(4忠則)lD，'J，l [761 
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よる Y きl土、その人数は，，1)1.に人れない J (以下はこの状態を l多数決J

と11子ぶ)とし、 :;4JiJJtlよ :ii日JJ{:7)規どは、うといl共有:こ )Jf~川する とえ

め-(、るれょ。て、共同十号九十人が桐また財汗;こ属する小動作fを処分する場

介ド:立、全体的I"J:苦;をf与なくてよいとされたに I地法の辺JIJ!ャ ιL円、十日

続不動産の処5j' (分割 lよ ;ql~) よ若手数淀む行ないつるのに士ずして、通信 lよ

その何i障が不動対 4 り 1~1 1..、 UJRl吋〉処分:土、かえって共い相続人令体:7):け

さが必要である〉この結以がアンパランスだという坦iI→で trま的な検討

を買すると烹?にする挙区1もあるヘ

その他、ソ、i訪でもっとも ~h訴されといる閣恕は、土地法、第で四条ジ〉

志向 五いつ l 処分-， U 、宍ギ1~却の l 分害を含んでいるかである。つ

まり、共有不動庄のう，f1iUは、共有者の多数科、で行νtうるか、と νイ問題

守ある、いj去H灸前五項は第一息を1へhlこ半iiJする工め、この問題はJl、

有て台右;こ先送寸るものである、これについて、年丸は1ft米か，I肯定方白

とさf走市が対立して¥Iるロ

i守疋説の程m:土、 J~T (!) ，rj:~，まとめることができる、 [1:;、 [地法

第=IJl[条の にぶ才eI工、-v、右詳の多で共有の工J担を32却するにこ止が

できるから、うもできるはずである、なぜなら、先日以処分行為の:1'

でも最も完全な処分行為であり、ぞれが共utiの多l!L決で行ν、うるもの

であるなら、売却lまで至らないわ為?ある|池;子市;、也、'i仕 l地渋第

=パ条の をj室川できるかりである。第 1こ、土J也の分割l土、売買と :"J

様に i地の利JiJを1)"注する1:t.iでめるから、それを泊易化与せること(多

1;1. +11'，;土持 |叫条の のよ'.1士ð~~寺に介設する q 肯定「誌や採用した

ものとしては、内政品 iノ¥lL! iへい第 L:CJUJJ 一号制、 ぷ、

人J宇治六 ji，.)l.JL石 号l判、 L六い台|人j千:第七八i叫す士山号"j;iげ¥仁

行政解釈)があるコ

_~. .tlに討し亡、再定「えの摂拠は以トのj重り手ある〈まず、ョH込の坪i拝

として、氏法第八一九条第-.:r~(士、 共古物の処分、変史投u負担の口

定は、 !l.有者全体のい?烹を安 jるj と定めているしそしム[司法、第八一

」条 ι 主主八ーパ条 J土、宍ギ1~却の旬、苦手Ù (?r-共命者はぬ吟分割]誠永可総j に

つい仁定めてし、るつ[たが勺て、民法務八 九条窮 度の「処分 ♂公

的苛干下全ョl<i)当初砕石古川 {自費出l夜、 九九 h(:-.'j 八口一 八 広、

lTiJ ~lìJ、 Sii4 却8) lD30 



台湾決ての引税(?);@担におげ品三百分以殺詞，)、の機能 {1

剖1-J為を台んでv吐いことは確かである 次に、共有~t~J 0ノ分割方法、を見

てみよう u 共有功の分派!よ、氏担、主主人て四条主主 壌によれば、共有者(全

仏)のtlih~えによるもの守ある q 協議:止、共 li有企同の交がと同J告主折~í !〆

て台 n、 決議」と異なり、多数{長の!申、目;J(，-~関係 L ないー湯茶が;JE わな

しゐなら、足以、第八二 p~: 条第一J日:こ上れ裁判分割を 1行 L へれるこ;がごき

ゐコ分割を(iJ:ずるtf;こは必ず協法分間と主主牝分間の一つJ)l白l.i1AJi1古され

ているから、分古Uが小口j能とし寸宇盟、lまE見J五lこは紅白!ない J さらに、

土地法純一四条のーのお行である" :nJ条のす法主主!?を勘案すれば、それ

は、郡川計画の 'YJ~1i . 社会帝王併の発 Jt}~ Tiび土地(l)有効利用を促進するた

め、 J己ィ士会ちへ 九条寺島ーヰ:un例外を認めたものである。ずなわι、本末、

民法第八 九条第 Jnによ引は、共布物内処分、党T及び負担の設定{土、

た自当全体幻H意をきさ するが、土地法第:::::lliL長引一信一辺は不動産につ

しぺ多数決-("足りる J定的、 Ru、第八一九条第一明u)適用をよIff;e した什

以後:二、訴が UfJ，の旬、官1]に|期してであるが、民法のル ルのトで、 |地

の分訟は、協議と裁判ョの jiよナ(各共有吉はいつごも j}-司宇治;:tできる)

があるから、{じの処分(共右荷主体の|町立が必安) i 速い、「ラfおでき

ないため、社会後れや|地の有効利I11をEす之 l とい弓状川は!2二じ行な

\~ -. c したがてJ 亡、分、割行為:止干 jjf法第三1'<粂の のよ俳去の射紅には入ら

ず、多数決 C:'ikたできるものではない J 学jrlr乃多段は子7定~E(，ご主主 IN， L 

ている

長if!j11、Ft仁田 fffi上(弟 ..!Lノに 5判例iよib〉Ji託、 すなわち、分百1]行

為は処分;ニ校三l:iせず a 同条の適用が丘いとした。係手 LJ1U主総ヨ長机

九、 !3と仁川72干ミ初であった一本件のi単土、佼 己jと訴外八から 'C(1) ! 

1也itうfを ~f ~) ，;:::' );乞 1京古fよ1先生i:;\す~ -::. jJ"苦りを浮~ <.'、、:il'iトーの廿::jjJ"をH

らに以£することを請求したc 長、院l土、 均司法第ニ四条の 第

l互いおける「処分』は分布行為を合えといない。すなわ丸、共有者の:;-t.

分が二分しつ ζt r.であ，:s.t，号令においても、 pJl.cn共古 ζの]，']意を得ずに共

有物をうけること されないーと J;;拘し、「〆ノ、f'iここま品のけ討につい

て訴外BとCはいuきしていない として、原告の請求を fこご、てのド1]

，) ;l;了イ1全『氏i1、物持」布、判 l (自費出版、 jしノL冗芹)三A七貝 I.i月先『氏

i.t物枠諮問〕自民i 所古格(;; r?山;;1'八 日fノ年) -::z.!J)\---~~1L _ft- ， 

北詰 S7(A<l91) lD29 1.78] 
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〉むよ、 ;1，、有の小動産のうJ~JX (.こ多数日の ;t~l:RU (土地法第7で]JC[条のー第一J)此}

を ~'j] iJ '-な l 、とIlfJ 門したものである。また、 tìí;~託を採っと内政口仁 lよそ

の後、 i七 ) {:I人j字第六つ七千九号雨;おし，'-ct~~J~ や最古1士院の判官む

と ~I:H-手 ;P改めた J そのため、現字、ぶ尚i監のう子内:土、 [地法第二日条の

ー第一J日の l処分;に合まれ1おらす、多数決1])JtμTIを遠山 Lないこ y

がi~~Çj'，とし A えようコキ日について l 、ぇ;工、相不時j持の分間も勺然、 1 

地法第一位'::;'，たの の「!ZYナ」ド該当しないl

十日絞分。〉処分

特定の対照の処分ごはなく、 JU"J十日続人がド2~二内相続 jj'そのものを

;i-J;して処分することができるか。法律 ]'n日!j主の!托えと，'1)jy， :止存在しな

い炉、苧~S~ (.土、桝絞うJ、の処分l土認められないと簿!ているοlしイ1(1、相

続人法、 )10ηJl、]，，)約絞人への相続分:ねまを単独で行うことがむきる n

14i その他の権利行使

民法務八一八条第一引の そのi自の純手:J千JjでJ ;i、lH51Jと学市!こよれ

ば、非常じ 1ム汎 εおる υ 先述した fT有債権の弁治の J三涼..史用・収益は

もちろん、変更、~2:長、管刻、険先購買.tihUJ1iN" 、時効利括的政官cJ3 、

第一者異議の訴え川もまたこれに長f17L、itfl-i]相続人全{十;の]"1:，，，、を泌す

るロ

問題は、た同村l絞人がr1ri!i事;、主主づμ で、信 吉l対して棒不J

"史rai克=総本以前』【料費日以、ー jし六六年) じ仁貞) ，，~J-在今']:(ンj 特権

論【 、白安出版、 九九五イ J 八 EH- 王沢鑑~，引:twづ格4色 町通~:J

川力性白:ttf)1，版、 ---.:.cc-- ーヘー玄 疎外!Uた.-g.宗当(~・苛心_~1;;:;)1、若 I民

法継jJci::li議J (---'，R古局、修訂版、 UUir.i::') [隙相炎，lO." 

，~ ~:Z品 ;:1、 vィ六ノL!f-i-i卜宇治 五号判決

山長，':;;u:Fんhて年介 寸格 _.-t--t~j 引-f;i:JU: こ *L};~ :-lじ有物の坦~~ f;J'-行為ーに

うJぺg~λ、が、了日正に[よ ~m'ノ)処分ではなく、「その他の権刊行使~ i-~. }，'.C;するのよ、

ろよ 上沢:}~ ~-R;~: ， t0権第掛，;!'EliJ・所有権巴〔同校 h-~ 収、 〔Jf三年)[，

~)只リ目。

コ段抗出、|主主七八チFムト字N:~:Jq五7了宇苦手:11たは、「昨今〆ト動:;L i主上>--r--:.人と詐 "1ト A と

円台有だ詮どあるr 訪日l執行法第 tl条の士tr-2:('二上，)、 jj1;:;1j執行会排除しうる

fi，f-i見，1-/;権に基づい'r泌:者T昨日立の訴〉争花WIするためには、や台所'"昔全体泊

l収 2j シ二三る刀\あるしは ~>f~ミグWJ 苧?を将るニとが必'l~であ。一 ν 引不 L'\~'" 、る}

l7~J .1 ~lìJ、 Si i4._'J，9t;) lD2ヨ



台湾決ての引税(?);@担におげ品三百分以殺詞;)、の機能 (1

ーゴ プ-Lfj 人】今
9 /"i);勿1-1'、 炉して企件、でjJなっさ、安があるかである ο まず、必有

tこノ」づく請求にうLλて、氏 L信八一 条iよパ狭義の)宍有Jニメずして I~'T 

犬有者IJ 第一さ;に対 L'(共イJ物の令部についY丙桧に慕づく請求を

することができる 1_~_ L)~ 有羽 lui復。)請求は、 72 有者全杯出平jiと;:- ~~~5 

い仁のみれうこ〉がごさる l シ定め仁いる f fk有グ)総合にお 1)る所有権

にJ;!sづく議;J<iこ:土、氏法第八一 条が注)りされるのか、または鉛八一八

1たなき Jf，の全体行使の原則が適用されるのかがい;迫であるっかつて、

九年 r'j<議五四九凶可 JI;fYll をはじめ長民法院は、全体行使~~~ (第八 八条

第 羽の7~ Yfí) を凶守しといたfぺ r~i'j 判 Fけよ、 〈子守手干の 人が、こ「有

者全体の l司 tZ を待ていない均台 1 二 l手、台 .f;~却の佼ぎに対し

求権をヂjせず、県権利の 1::ベイT:tSに丸いても返還前求権を有 lなν、 と述

べて νゐξ】{(lL、]ミヌ立のh 年ず?】'j'第八JLc>.8.rJ決は、 Jl、I，[J相続ノヘじ J

l+j独の権利行使を認め丈よ与にみえる v すなわち、 '4、刊のL 丹人は、

被 ICi人が担断で沼紛22記を:"[なったことがIf'.のle!ieUへの権利を宍し、

昨効?しもるここを理rtとLて、相続登記のほ消宇認めたυ こ札i土、 111続

人全'it(<\| 寸j 保守;~， 1:めの詰>:!<であり ト合人 人で起訴するこ hl士、 1)、

に台設しなし泊三いえなし l と、干芋干 |r

料紛J人の 人によるJ泌l-!出〉式，迄泣:諸青JボRを是i訟したと1四甲!鮮b祥革で主るつ

子説はほぼ 致して、かつての、 IJI町内見解にf亘社している 民法第八

一八条第二:::11.;7)云iHJ1'1:の)t;u!山土、合，，'声ぴ〉合体の利益を凶のうと 1る

お日一ごある。台有者の 1，が信"，itにJ.J'-て所有終に耳、つい vて請求する

ことは、まえに {i~3 者全体の惨事l宏保護宇るものであるそのため、苧

ぷu土、物 l請求権の11慢をRi三第八 八条第項 の そ の 他 の 権 利 行 使

から除外すべき丈:シ考え仁いる訓 J ま丈、 九九九イ]"e!I'Y}裕子長改正午ヲELま

だ可決されていなし、もの土、元の~/\一八条第一引をこ主一方i に移民~;し、

ちらに済混として「第!!...-，()粂、第八て条及ひ涜八六条の は、

". Jtll Iこは、三一年卜7前 五り汁例、三一年 γt ，~ó-::ーじ五リ判例、七()

イi台!っさわ11. ___:. f:;汁決、八 (台[:あ 1:-cJ ，;tIJ氏。
山~;;;I:利， ti~;お l、要式自演出反、、 ノL..-Ti.;lc年 :0 夏、謝ι全長v、物

不;ffti~ (上)~ ':un:i_U版、 (九 Je立ヰ:;1 八 良一王山部 l民法特権第一11[;0百引・
月f.jfl'言、(白費 w 版、 口、1 年)二九 n， 

二日社 57片足日)i927 |制l
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ik有の1品f了に，¥')討する j という条止を1';加 Lた。このように、長ιITl裂

は、 i具、有につい vてIIJj械に弟八一 条の注)ijを認めている口勺なわち合有

にJ五v 、一ご0:-~h滑に基りく治以が名犬同丙者で半世えでで吊ること つま

り学説の-t ~Rを攻り人れたのポめるコ

(5) 民法第八二八条第二項に該当しない行為

l"九人信八一八条信一てrf[0) ;公Hrir有物の処分 lと「その他J)持利行使 j

lニ当たらむい行為(止、 JT有者の 人でも1=r(.::いうる 例え l工、 fT有対立E

Cf)~在者に対 'C- その?守王皇位。〕存台を li~託、する訴訟。ι 、手ヤイJ' -f:iが台fJ別

売の管>1.担にノMしてlij，0年の閲J委主を話:)えする訴訟判、出荷う>lW前に宇1続人

が自己の相続憶を否定した者に対してその相続権力弁:仕をi許認 tる訴

訟勺土、共直H巨絞人の 人で提起できるし

5.共向相続財産の登記

持続~:~n，をIiいえするが動Frí土、尖:pj恒前こ人の合右に，;I'f:;しどおり、芥共

同相続人は只休的公持う?を'有 ν ないハ 1..地法主11 今矢53 1買:土、 c1池

の定手'Jを変更-4--;~，む日しは、.f1i;手'J I当及Cf設務揮が共同で申請しなければな

らないv 義持者がないときは、格帯i者がLP宗万る、それが中

ると主は、件十三続人は企 !l~の十目絞人のために巾請 4一ることがで矢る。 刊

しその半誌は、 jlhの判1#売人内相hミt'i.業又は以定中 i流の権利lこが警宇守去

ない.J と 7とめている一工J也笠口~fJi.WU 1f;一-=0条l土、「相続人が一人以上

。長II'J法府玉I.LI年;>1子山 口三五号判決l王、 frイJB，J定:(，1)管坪者に対 t".-(そ

の笹子中権的在 fi 1:::確認する )~i-i止; ~ょ、その昔 E干の権限(資十丹または地位、をめぐっ

て争うものである p この fT右物。〉色 22梓'1足は、 ffF荷物広身の梓{I; と~なふ。そ

乃ノi山、首有者円 九iPr:J;珂T-!.主確認の訴えを司起するには、他の合有者会体の

じ円J立を々 豆之必2どはな l'-'.J としてv、るn

M_~-~.'ジム I，i'三 守二九月 一口氏j刊 :E総会氏~Ltっ

1.)最高品|定;'，-I1年ム t，，(犠 ヒ六回3j判決[主 計 il;1 1[，有物的 !f~;'j なび他の権

初行使は、 a-Jitまたは摂均におvにどiFJ段の52めがある場行士|尽き、本来は公河

川当ず7全似の罰志を1要する'.かし、込 υ己分割百jJ:'入社1続人が円己の十t徒住を

台疋した訂に対してその犯続祷ずr1: を ~-m訴する訴訟は、公判所行物引処1;)-Jえひ

他の権利多 Jf'さに該当しな ν 、た均、当該十日続人:土中 5~{で担訴で玉、他の相怜人全

イ本の|寸 E 会 f尋る'/.''，~~がなし "J と述べてし AωJ

l31.1 ~lì，t;Slf4 却411926



台湾法での千円続の沼佳における辺自分減殺請求の機能 (1

いる場合に、 部の桐続人は他の桐絞人と共に相続登記を巾請すること

ができないとき、その中の 人または数人が全共1，')相続人の利必のため

に、被相続人の土地について公同共有の登記を巾請 Fることができる。

全共1，')相続人の1，')意を得た場合に、共有のそfE己を申請することができる」

と規定している η すなわち、土地法第七三条第 Jtの「相続登記」は「公

川共有の校記J (合有の較記)であり、相続人全只の 1，りまがなくても、

共同相続人のー人の単独でロJ能であるc 最高法院六)c年台上字第一一六

六号判例は、「土地の相続な記については、土地法第仁二条の刷定により、

すべての相続人は全体の相続人のために巾誌でき、訴訟上前求する必要

がないー本件被ト告人は卜告人に対して相続な記のな記協力を請求した

が、これは上井人に対して一般の共有に関十る登記を求めたのであろう

か。仮にそうではなしただ合布のな記で足りるならば、なぜ原審は、

上井人の四分の の持分を被上昇人に登記移転せよと命じたのか。被上

告人の請求は小明僚である c 原審が釈明権を行使しその補充を促してお

らず、直ちに被上背人の前求を刊認し勝訴判決を下したことは違法であ

る」と述べて、土地法第七三条の「相続立記J (合右の立記)を相続人

の 人でf丁いうると明言している U

次に、 卜述の通 1)、1:(法第七子て九条は、「相続ーによって、1l記前既

に不助産物権を取得した場合は、登記しなければその物権を処分するこ

とができない」と脱走している。同条文の「笠記」は、合有状態の笠記

である相続存記を指している。

他方で、共同相続人の一人が他の共同相続人に生涯l析でヌ世市の共有また

は単独所有のそfE己をした場合に、{也の共1，')相続人はその校記の抹irJを請

求することができる。前述のん 午台上字第八九0号判決は、共同桐絞

人の 人が単独で不実の行記の抹消に関する訴えを提起してもよいとし

ているつなお、台湾の小動産登記には公信力がある(土地法第|叫-条)

ため、不実のな記を伝じて物権を譲り受け、かつな記の移転をう己 fした

第 苫は、登記の公信力による保記長を受けることができる。

6 各相続人の相続分の割合

j:J.トは遺産共11の性質並びに共布に起附する種々の問題を概観してき

た。確かに遺産は共同相続人の共同所有に属しているが、どの訓合で共

北法57(4. 39:;) 1925 [82J 
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同相続人に帰属するかについてはまだ論じていないっ桐続分の割合の問

題l土、相続財並に関寸る権利行使(例えば、遺屋に属する不動珪を処分

する際に、土地法第二川|条のー第一頃は、桐続分を計算する必要がある

としている)を左イ!する。さらに、(後に検討する)遺虚分割キ遺併分

の計算は、相絞分に基っくものであるため、ここでは共同相続人の遺産

に対する持分(相続分)に関する問題を先に説明しておきたい。

(1) 現行法における法定相続人及び相続分の割合

法定相続人とその順{ずは、氏法第 二八条に胤7Eされている c すな

わち、「]量産相続人は配偶苫を除き、左の順序で定める c 、直系主主属c

、父母。二、兄;;(J姉妹。凶、相父母」。そして第一一二九条には IrJIj

条の定める第一順位の相続人は、親等の近い苫を先にする」と、第一一

凶 粂は 'IITj-11Mすの相続人が数人いる均台、人数に応じて均等相続す

る， 111 L、他の法律で定める者はこの限りでない」と規定してL、る。さ

らに、第一一川Jlj条には「配偶者は1Lいに遺産相続の権利を右 fる。そ

のキ11続分は左の規定により疋める u 第一 一八条で定めた&i'iイ順位

相続人と同時に相続するときは、その相続分は他の相続人と相等しい。

第 八条で定めた第あるいは第順位材|続人と同時に相続す

るときは、その相続分は遺庄の二分の一。三 第一一三八条で定めた第

四順位相続人と同時に相続するときは、その相続分はJ宣廷の一分の-0

1"1 第 =八条で定めた第 から第IJlj順位の相続人がいないときは、

その相続分は遣監の全部」と規〉とされている。

上述の規定に基づいて計算した結米、各人の相続分は灯、下の通りであ

るコ

Cu I白系町1"，

被相続人に了 人がいる場合、それぞれの相続分は遺監の一分の で

あるηl白系中'"が配偶者とともに桐絞するとき、配偶者の相続分は他の

相続人と凱分けで計貧する。例えば、被相続人には千 人と配偶者が存

在した場合は、配偶者の相続分は遺産の 分の である。子の相続分も

遣問分も配偶者と|日Jllである。

③ 父母

父母のみが相続人であるとき、父とtまの名人の相続分は遺産の三分の

であるし父母と配偶者が共同相続するとき、配偶者の相続分は遺産の

[出] ItiJと57(4-392)1924



台湾決ての引税(?);@担におげ品三百分以殺詞))、の機能 (1

=;j'の ごあ :'l、父とはめ各人の付1続分(主治匿のIJL[分の である

見弟姉妹

朽九十人が兄弟姉妹|叫八である湯ffい、各人の相続分はJEj告のI!j分の

である 刈続人は配偶者と兄弟姉妹山人予める場合仁、配偶者の村l続 分

は す]"(7) 、兄弟姉妹沢体の相続旬、も一分の であるから、各人の州統

c'-..， -¥. j寸ヘ〆!" . '，-"" -1"， Jヴじゅノ、うすの じめゐ。

伝父母

十，~続人ァ〉、父系と母系 rrrrI 与の干L[父母である渇 fT に、芥人。〉十~-j~Æ分は12産

の四分のーであり、父系と汚点、l'片方の在父母と配偶子守がj、'''J相続する場

合に、 J!ic何者の材Elセ分以遠必(7)一分のーであ!)、ド父母全体の相続分;土

分の l 話人の桝分は ずfのである U

このように、現行え法は亙系軍属をき奇~'I11íずの法定相続人とめ、か

つ名人u)相続分がち Lしぞ規定Lている v しかし、凶有がでは攻iiiJぞ

同様の<'H剥が行われていたわけとはな ρ コ[たが η て、この|ヰ1~~fjは一つ

の部介キ分けて観祭すべき εおる υ お に、市j有よナでの法定村i絞人の範

1:Jペ憎かは 1ようなっ ιLけず)かr 第ーに、芥桐続人的相続分;土庁のよう

な?百台とな J 、てν、たのか。

(2) 法定相続人の範囲や相続の順位に関する歴史的経線

足代の「相続」とい行言葉とは意味がl{1:なるが、誌、つ亡のアォ同で訓杭ー

を京，4，する文守Y してます LLい当たるのは「総 J J.:: r亭j との-=:.'-;-rあ

る1ヘ但し、 Iヌ詐称 iよ、決して家肢のfζ挙，CIを指すのではない。む

じん人権主絞くことの与が豆要であるわた5'! さは既じ中;司 1;11~の「

lおける つの側面r=;及 Lれ。すなわち、 r~敏嗣(人 ノ命、ーし¥
¥、

第一l土1主化 t祭止を示げるこシ入浴7では手、業 f財産を/f:;:.)-ること)で

あるじ討す一ゐに、この一つの表現がjトバす之p 央体はたど っ、あ之p 人を

*J~ る表訟を引き受けると司時にもそれと小口l 句、の関係においご故人に属

して V'，財産濯を包括的に引祈ぐと L う|五l係である 1r11 相LI，I:iを税止に転

じ、現在の相続U;iJBt，に人V.:・身 )J'7#¥継の安三去を払以L、純粋の対照7#¥

約となノた。かつての 'iJ討中 i土I1許かに現在の l桓絞 より人快nなな喫

l川滋賀元三 1 [:P:，1 宗万五1云の原メ~ ~ l創丈引、 九六ヒ/r;-".) 五円」

1:， '前賢秀一宮中以来放弘、の旬、ili'_~ (印l正引、一九六じと)一一八頁

二日社57片足jJlD2:l |はl
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素力会多かったが、現主の料品t人 i 二 -J:ç~七する者を探す主ら lZ、それはかつ

ての承納者 J七という結論に達する乃二いあろろ口二い!よ、 Lλかなるtfが承併

の資柊を釘守るのかp

次的γ を有するのはE、了戸あるじこのことの桜底ト(土、

I rl-'白人の父子 体 とし:うにし札、があるからだと治ぬされる l 父と居子

とは現象的に分礼た{回 f~~'C"あ勺ても、ぷ淑的には りの|会の出絞でお

り、「ーたのtt，if:?が了必のなかド :t.~続 :7 拡大|続けるということが、字

。〉本質的な実体であり、実現されるべきノベ本的な自!日直であるの"c，，O，千が

ない場合には承継のために安子を立 (0.ければならないが、この貴子l立

中心べかじし fιl訂Jt吐，{t に r~f;乙 i寸前;のうちから選ぶ必裂がある c すな

わら、第 次自~i1'H'f 的にノk組資格を引ーするのは「同合唱穆杓当:さ であ

1，、百一チ IヨAフシ) 門 l と UJ'i 土~';fLるc 亭:紋資栴告の範i苅がこのふう

な人|匂範囲に限定されるのは、先入を祭るこ tが74'、継の要素をなし、か

っその祭については、えよ神iJ:ot支HのH己を子けないといっ制j限がJJ寸るか

らであると12えられる 1じ

{υL、5主iUsJC村:j;/;，-:rJの立l'ょを財完が1111tを降って伝承される過程ー

と広く角"す乏なら、かつてのr;-l凶におν、てそれに村;"，す之):!，象としては

lのみなムず、 I 本受;というものもイTitしごいとわつまり、第

に、 "主の刀、会?格者が!r:(rせず、{自に民需の侍系説品こもなく、/への

タじによって家主絶える、寸なわち戸地の渇合に、遺産を取得する者77ず「示

乏人 l に該勺ずるコ~ーに、承彬とは別に、その宥ことある廷の関わりを

もヮ者に a ノjCq主人の絵手liを:?f::.， < ~~'しなし牛若河内 (~J弘、亡、財;イーの 部

を分けることも 1f(むと vゐう〈也いこれりは人格の注統を不資と L

た祭記設設と小口j分の 斗をなす，主継;とははっきり区日r'なければ

なιなし、o

t述の一樟認の区別r;:、大:吉?己↑主中井iの不H絞視に時j絡に条主としてJ¥

現さ才L ていc;主主~Illi六六条 i土、 l第一Jj三J 伎十~-H主人(軒続人直系

半属:]1J貰丙相続人(継しヰ主ノ人 j ハ Jγ? ノ i丘 t--~' ヲ先ニス若シ却争[司シキト

ベハi寸ンク相続人 h:;:.}ス。[主主一項)司Ü~~~~ ノ胤ハ ~è 系 I~t-I民力開ij(ナ Eレ

"旬以FE秀 ー片岡家保"のk主連JJ WIJX引、 fLノ、 j-'，t，i 頁r

i出滋貸手守 司市匝米技y去の町、;咋JJ (印Jぇ位、 プし/¥こi;:'，1 . U};I再っ

lSfi.l ~lìJ、 Si i4'，'J，90) lD22 



台湾決ての引税(?);@担におげ品三百分以殺詞:)、の機能 (1

場企ニ之ワ適);!スハ J J~ めぐいるコ '''J条にいう I i白系寸)，~J (;.t、v:j系

男子孫をt:!:~;士写る。そして、このような柄本人がいない場台 J二、夫」乙

は妻、 Cj，¥i白系尊属、湖親兄弟 V支の兄め)、⑪家長、主目女げ.rT

か}IIF:次: 「i宣注承J乏人」とな心(第 凶ハ八条しまた、茶了{思\t ~'J

言妻子j 貧弱 fイ1jムコ。むこ脊子。婚般に上って妻の家に沼き入れら

れた犬)川などで!;jITiをともにするすffあると主 J二、これ「ノの者に I柁、1'1

ノ財崖ヲ給モナ/之ヲンテネ受センムルコトヲ千7 15存 立Hノ¥h.;(:)るも

のとしえ，示新 と「耳、ミソの1，'/~J Ij (士、比較ィえ，liJ史的には日新しい L二

とで:ば土な〈し、 口一γi 吉表長t伝tと、におiけfる hc父c-rc出2 ¥ I前白汀一系斗半L属たる白権十和判f河1高読JE}人、j

と fιね;d111引11~1

う♂す吋千有子 i古lせvずf;宗;古1苛b族馬まヂた二はL氏L人を 1しJ て子畑目絞せ 1しJ めJるSY:場易〈合〉) のj迅盈L、斗:仁一r桝甘j通泊 fる

と J旨 l'古3 さ jれ~， Tt 'る

以上u)相続に関する換すとてl'iSな区万lJJ土、第 次氏下f<:平実でもそのまま聞

いら1した。但し、務 次t(l宇全'たでは少しノ弔市の変化があったっすーなわ

ι、紋ノム(州統 fi-， ~:;ミ桃(ソヮチョヮ)航手 こ F 遺仕都本」の

栓活に分けられ?仁「ノ:i~' j花継示土ロうまでもなく、在二11IJU) I主主不」と

l，i1禄に、被 相続人の財投を相続する正治ヘ l と:心行主-

hて具同 i員長・家活そして恰の宗桃山え¥Jtる設備 lを悟れ，¥';'gる[積一三二

一条遺世帯ヰミ」は純決たる財廷の村 l絞であり、 R~íiの「なえとさ

ほと変わらない(そして、 尽受 i♂いへ詰:土条文から、jEをJほしたコ検

戸守札ば、人法K作手当案♂)I継承 J と I7jえそよ、弟て次l(作手当索で l宗

桃社主司ミ」 と 「ミ宣言r~~世 ií'J じた。とはいえ、そのl人j符はほぼ同じご

ある J まれま「宗副主主:;:if¥J仁ついて、第 九八条i土、「プ主計rで.'Lめた

総本fよ、 YL誌の.)、l佐継尽を要1'1〆 jるαjllL、第一章第一J:i?:(]ii斉継手、)

に村)j lj な却とがある場台はこの限りさない j と ifjγ" 司王求 J とは原 ~I

拘ド f了、副総本」だとはっきり混乏している f示桃継/千人」こなる者は、

彼相続人の直系卑属である(第一一一心八矢，J それがなL均台J土、両j寸こ

を立て、.，、 .tjijt継承人と j ることができる(第一~OjL条j:J、下、 .tjijl継

承ヘJがない埼今には、た治氏j宇と守主クJ;7:;i作と yじ全にi日!とし泣必l土主;‘

"川 ij立FE秀 ー片岡家保..のk主連JJ WIJX引、 fLノ、 j-'.T.i ーハ頁r

l'f 滋賀秀 『中国来校法のl向、 JIfi.~ (宗 ι社、 九六七年; 一七一 八白c

二日社 S7(4<l~叩)iO2i 1861 



j白ヰミヰ宇!均 〉乙帯 主と Uノ:高に制i存亡される (第 ?でアで jし条J:)，τ;n
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しかLながら、 柄本!と， ~ムA主 l、ないし l宗桃柄本!と l 造話料承，)

の宍別1;1 点、のVzl持で 古じた---_.}~--=.)\h に相続t土台人主却する J主に、

法制ι 局(土ノにつの\.，~i'主j京逝l 焔を掲げていた その中γi主ノ〈社jf正人のおニ芥iと

現7~寸る部付lよ治 子1六の原BU'{'ある。 点字の詳しし '1ノ4存 iJニニ

ですi子、す之'c，

なき (止、封建時代の遺物とある「ノ;-)i)E継 /}<J をIt&1:する?とである}

その珪出は、 ;;]、桃祈示市:j;支は、対立日:代の T;、法概念~::. ?~，;-:-}~.，たもので

あるし ‘ウ、ではこの弊書が慣行 L-c~-， る J かっと:J:~両長を絞継

にしていたが、今!J~土佐朽続人の刈J.~f 紋最で，'1)断ずることとなノた。 f

なさ:tJ'í)-;- 多数の財産を有する i請合に、同占えの人に狙われ、その苫はど ~fl 、

!走伯がJ員会われることが上くある n その石(7)到;1.麦、 1，')款の人:立相次ぎそ

の葬に政 L 、ぞの子 iこな)~)う炉 L ている v このこ ì: ~，;t ~~'I;I~ にイ芳明;二比ヲ

るのである。さらに、主持政継水もまた安 ~~1:Jft を した間交の原丙の

つである l'羊索は~iR被ノ式キ明慌に認め与いのみならず、

る 1:~t'~訴されやすい口TE も耐力避け土うとしごいるぺ Liかが J ご、

相続:止、木市一案においては純然たるJl廷の何!試の問{tQであり、

とは有Jら関係がない のである。

:5 のての!阜fiH土、「男交の法律;のJIllりの完全な平等」である cわ

が[!:cワIU邑では、 1正て「の相続1韮をす::')1)奇い。;青1-+tご(土、 i斗iJ、の継手人が

l、ない場合lよH純となり、ドえ臼財珪lよむすめにヰむ;(与れる慨がある口 L

かし、 r-Ytf¥f正信L二の絞ノi'人がいない場介にはじめと起弄るため、むすめ

か室詮を承去することはほとんとない J このことは、むすめの.t-u絞機会

をするの Lい，U)(J叩院の判P;:J"CiJ:、妻が子なさでみじにしたぬ

合に、夫はその達雨空を承受する権利があるのにJJ~，亡、夫が了な主で死

1川具体的1，::土、必封建時代の透沼初であるz帆布杭制i肢のMとよと、 計七Jμ C) r}~

11'， 1'，地位のだ全な平守、(:3;-込l寸{'::ユ込;iE矢のため L 信保 Jーベき生活針以外の::"Lてが

fiJ:相続人の自主に処うfでさ /1'WJ音だといろこと、必い:E疋承認、々は続財産のLe

J京子J43 のli!:った、 l事 l配偶者十lH左 f:ttrJ;H~:( ，という六つの読，:，'.1:である u 戸;)'j、行政部

t¥;;:王刊究{:tJ上岳民会絹 T中半j:(位:立法制よ史料集絹::r: L ( ~_i; )']:":1'; ;H>:部、 九

l六午) 六一~ 六IJ:}耳

l37.1 ~lì，t;Slf4 却 811D20



台湾法での千円続の沼佳における辺自分減殺請求の機能 (1

亡した場合に、妻は夫の継示人を立亡る前にkの逃摩を管J唱する権利し

か持たない。 者を対照してみれば、男女聞の不ギ等は著しいといわざ

るをえないの男尊女中のIU制度は、わが党の立法方針とは相手手れ「、徹

底的に取り除く必些がある。本草案l土、相続に関するすべての11項にお

い亡は男女機会均等主義を採用しているつむすめは結婚したか存かを問

わず、その父母の遺並には相続格があり、男了と変わらない。そして配

偶苫を亡くした苫は、院別を問わず、 1'1'ちうる権利も同様である」と述

べている。

第五の原則は、「遺産を国庫へ帰属させるロJ能件を増やし、地方公益

事業の光度をl文|る」ことである。したがって、この草案は、法定相続人

の範圃を狭く定めている、その理由は、「遺産制肢は、利，白と弊害を有

するものである。最近、遺産に適切な制限をかけて弊害を防ぐ、または

完全に遺産相続の制肢を尉除すると主張する外国の法律学苫がいる。こ

の点について、わが阿の学界はまだ一定の見解を示してはいないが、被

相続人と悶係の速い者が偶然に財廷を手に入れることはやはり望ましく

ないと考えられる。さらに、被相続人の財j辛の増加は、大部分の場合は

社会環境のおかげである。主~'，押な組族がいない場合に、被相続人の財並

を社会に;ilよし、地方公採事業の発展に脊与寸ることは、公私ともに歓迎

すべきことであり、わが涜;における資本を抑制する原則にもi白う」とい

うことであるつ

第六の原則l土、「配偶者の相続順序は直系卑属に劣らなし、」ことである c

すなわち、「わが国の慣留では、被十日続人がl白系中』唱を有する場合に、

配偶者はそれと共I，'J相続する権利がない。世界各凶の J法例をみれば、

配偶者の桐続順ドドカ円白系叩J"，より劣佼することは多い。しかし、そもそ

も夫婦問の関係と親了間の関係のいずれが親子;かは判J~[J しがたいし、男

子が財産を得るには、しばしば妻の内即Jの功が小口J欠である η 配偶者を

亡くした者が遺産を受けられないならば、その牛泊費川について示に取

るしかなく、 家平和のために、子の吉、見に従わなければならないこと

すらある。これは義理人枯からは不問に思う。したがって、本草案は配

偶苫に独立の相続権を認め、かっその順序は直系半属に劣らないと定的

てp る」。

以上の原則に基づき、法制局の相続法相案では「771桃継承」がなくなっ

北法57(4-387)1919 [88J 
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たほ治、位、定的続人の肱序l止、 J)I白系中!翁(第八?柱、)、子父川、②兄弟姉

妹、"1:1" 父母(以上~ 条)であれ配偶背lよJ誌にこれらのtfとH収

{Jtf共同桐制する i第 /二三毛j ごととなったり

ふ.:~立、坂 jJ 氏〈士の\'/;土J歪秤を軟式していきたい民認は 九一九年

から --.Uイまでの悶iこ、民il、民各絹の立iJ、作業を急ν、f:fn親族漏と十日続

編がÆ~ 草される際に、 J ジ、 F会決V')M]ì'英jミ. :MiJ[('会設の，H{1tλ;立、「親族と花

続(止、 4，党の党綱lkび各地の背任担にJ止さくr，q迭しており、詳細かっ

慎重に審設しな，'と、矛I再1ることが多νミと予知されるしたドって、

立;}、上もっとも手いのある点、すなわfコt;;:，IAiL~:相続投、にはそれぞれ

九).lの111JE旦点がある 'J:'-"として、 ~_;J党政治会μおこそれらの rl-i]認を光に

解Jノとするよう要三うしたu 中央政iヨ会誌はープL--~ ()年に4lb文法イ柑F絞1法士立t法と

!収示日凱Uをi作乍成し、す法1己ぷl戸 j送孟f小付'Jしたラそσの)中で、 削i続正J法去σの〉告街有 と第 、引lは主、

f討i

ないr そ[て、遺汗相続は京市、結ノC:を前提とせ F、むすーめ・ 1[:・

属にも相 1;;三権宇認めるこことしたυ お(宍は、法疋相 I~三人の組問 順序

正その H時計了の問題である)わが[fiの社会通念投(}'ドイツ・スイス・プ

ラジノレ・日本・二，.l;'の}工作を参考として、 fH.子、単民牧ひに配偶者以外の

相続人として、父母 .y，弟姉妹及び恒父母と定めたc第l'刊行と恭子i斤は、

~r.í.l)古の判言及 fFその1京序と ~"":IJ f'i争議iAiするものであるコ

ジ、定制i続人の純凶や:IHえのl恒leらにつ ρ て、 m1J民目、を法二日l"jO)イ十日立ンJ、

草案と比較すれば、法制1ft立の信il:7)原則(法む花続人の主主ド干の制!日を

会い亡、ダ主りの 点 -男女干す・自己何者の相主主'!fE) は

現行民法の主主芋段階でなお宝袋な として提起されたことがわかるコ

a-、ノトー十jft主人の章E凶の引甘いよ|叫口 3れ仁い主か"'t二が、現行民il、のそれは

法制局全実と変わらな l.¥"実際に現行弐法を ッの氏終草案と上七ベ才しiX、

法定相指人の範回はやわ狭くなったといえる-:fなわち、民体斗楽にお

ける(遺産承継人と遺産承交人のiTfj)jを含む)法定相続人の中仁は、「直

系尊属 l と l家長 l があったが、 1却行民法、IJI白系尊属の笥匿を父母と也

父母に狭め、家長こを相杭への戦l叫から|除いた。なお、伝定朽続人ではな

1 ，;'，'ロilJ、 1 ，改正〉氏以研究修， 1 委ヨ会結 ~1117fミヰi氏iJ、市;íJ~史料全潟、下 ;， -tn

j't+rtl:Z出、 九t:J、 年 九 八 貝

l S~J .l ~lìJ、 :)1 i4' _'>'8(;) 19.:.8 



台湾決ての引税(?);@担におげ品三百分以殺詞:)、の機能 (1

いが、かつて被相続人と生活をよ与にする l 誌で千・賃上声 なと苫(主、法琶

を， 7+('主 することができたが、現?丁上~;11、にはなおこの制度が残〉てい

る。第 一:iL[hA是正);lHii:=酌fti分子)諸ぷ桧はそれに当たるわ

(3) 法定相続分の割合に関する歴史的経緯

かつて父の死!よ、 L現代的な，Q)未0))H-1*去といっ結示をもとら ιなかっ

たコ世代聞に.f:iげる財政の移王、l土、家対分析を涜と法J-J1Gされるものであ

るの家主ヲJ 析で)J-~èを受けうる苫は、前止の「い;:;íW生j 継 Y主人J 、 tなわ

ち波打j絞人の尽チ士いし嗣チポある市桃剤事承」とはりU系統の「承づ:人

(fY~ え iJ、犬又(土妻・ i白系尊属や*'子主主!~なと土、特殊な場合:こ渋売

を受けた者であるため、決主'-)た指針分がない。

では、起、子が複数いる場合に、各人の桝絞うよの割合(正面在仁 U うと、

当、産分析マ分配される書IJ{i) はどうなっT:..ミるか 伝統中1"10)本産分析に

おける支配;杓なJ札口Uがここて現れる。つまり ク己弟;~0分; ).l-:}l:郊である川}

およそ~_;-l同家族法をけ先する丈紋(2:.、必ずごのτ故氏仕Jな t~:) 分 j 義を強訓J

しナいるυl泳.'E分析(土、制冗;丈 iも'院予?法 lも百くから 了の優位宇

排 L、上jう了主義がkられてムiとよ;，::9 乙び)n~l: WJJ (/)、では、 日米、およそ

可分のものは、各個別対長ごとに均分するのが住吉tであり、農地もイ十倍

も役畜も農J号、そのitLの家財Litえ:111.の4うな器具に主るまで、ことごこ

くろ子烈される 1、 しかし、なぜ:この原則l古川1;)1えさ礼、 iHキさ礼てきたか

につ ρ ては必ずLも十分右:説明がき jlてはいない 1:::;1一例陸数民l土、弘

司1刊の f_! 下手に対する対等の土及びll:'t汗i-V~~)j 乃支持をYJ分花続じ，)理由と

して挙17たっ宇なわち、「均分)設か支えるものは、兄弟の河の!j'.nμ

対 す る 対 等 の安&)n 、 IliJh~~的な横の関係、，1\子、恩:;~，がその支えを目、

イじしてν、たものごあるハ またそ?ZHjHtEiI官権力の怖からいλ ば、自己の

*;ト'i'lもとなる }Jをツ主くずし、 lir，1こ都合のよ L、所有形笠をつくるここ

1川 「清か乃誌>1<..:こ上 υ 亡京 μr号、析がれわれるならば、そのE去の兄弟与宵の得

う.fi;t':/:'~"に均等であるべさこ七、これが、古くから少なくも i~f1;以来、;?コで

はごく占又;，1υ二五るまで、 I司く *IU寺せ 1~ ;f U':ニフて l弘山であコた，滋賀子s三:'1"11家
~x;: 去の町;U1Ll IJ4Lz相、 九J、t.:::fこ} 四1Lft) 

1':( ↑井 UJ注~'，; I ~正の 22村家践

。七百{

f東日大ザH-Ir坂公、 九ノ¥i¥千r'.'

H'下↑止c:::~ì;i~ -'1] q~!J法叶U I;~ [唱訂版L 育波書)Iij、 一九五イ1-; ー灯、

北詰 S7(，4':l8:J) lD17 川 l
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をも〈ろむn 家産主Jjj'"主義は政治権力に炉.)てf<Iおむなのであリ、うJ裂

7)く:)還しはiiUJl到のもくろみの成功である!と述J¥ さらに I!!-J分 1

設にふリ細分化:立主|木jイleを来 貧消化はまたZZ7分:表?と11'み山す 要

!大!となる とmJ0した 11; つまじ、中日続人の斗作ーの必嬰のみならず、今、

産が社会的・政治的権力と小可分の時代以、最高能力1"i1よ対立;ro)家iE'

のうナ訟を支持するので品るじ したが-，で、教授によれば、 Hぷr)i世法に

はるような半ヂMF新:市!とが、ドイソ rtl甘 y士 t~.. ~"，わ巾ゐ \uc'bc川 ζ 守 ill ('il 

千十，~続)σ) 上うなまJ 定的なーチ村]統制;j:.. '-十 1-1'1農民の不産法:あっては

勿所、いわゆるセ大犬の内にあっ ζ も、遂:こ!lじなかった~ 1 2し

;:'.1分担絞の原口IJi土、 F.'1全品案じ'.斧においても日干く.1'られたc 大治F.'待

前案第 三日 仁也条l土、 縦故人数人 Y'nノトキハ切手庶子弓|可ハス均ンク

人数 位、シテ、v-分ス私牛寸こ ハ嫡十)(ハ民主て千ノc続分ノ l7J-:::t守口と

定的、私三氾をぷく I継j;f.¥、人 (~t-}tt I色系半属Jが14J分で相続する Jなっ

ているつ民同封j宇全'主主第 二七一条の法文i土、大治I亡11'1;'-';長と同桜であ

る J

:火に、 ij、:jIJJfo;JC)柄枕Ll草;長円なる Y 、が、はlz寸二泣か配偶者の柄絞怪を

認めたため、相続分的鋭どは少し後fffiであるしすなわち、第一六条:止、 r-~

/¥粂または第 条の抱人が数人いる烏合に、男よどを|押!わず人数に

よェて均分相続するーと定めている I つまり、月日向者がいない場合には、

j白系師以または父 I~: • Jl.弟・祖父JリはおよLl.，に均等ず相続する 1U.し、

陀似者がし λる場手、に、その甘E続分があるため、配偶者と 1111.県花続人の花

Mi分の部;下l手通っとくる。 八条:止、「12ち 相主桐Mi人の自己何者の

社J続分(土、占じのようである J 与3ヘ条の判l続人がいない土具合(土遺注目

うfの f ー 第八条の料殺人が 人むあるj結合!よ、その〈第八条の杓

続人の)相続分の一分J) ニ 第八条じソキ日J士人r一人以上である場台

r;:、相絞っ寸r;:司三である」と混定しぐいと"二れに l:;J!ば、配偶者が

人的直系ホ辰 i男 Jえを同わず、 ;f;Ji...条ノ l 共 l二十~-H在する湯舟f土、直系開

11 ，井出|笠J' :II 同~/;帯:1 史研究 収設箆奴?と 家主主十，;-f写 l'J、点京大学~~，(月丈

7凶ずtF行、 九 ハ年; RY 九、 l日 ~" 

"と「井出没~'， ;IFf，:(n ，~村家方~~ :泊三版j ¥東/うてったザ間版会、 九ノ¥ノ¥年)

C))L-ft 

1011 ~lìJ、 Sii4._'J， 84)lD.:.6



台湾決ての引税(?);@担におげ品三百分以殺詞))、の機能 {1

件qよ7でうfの一、配偶;高 (;t-=-で分の を収得する c I白糸町民が 人以上。ノ場

合lよ、それぞ吋Lの守口続分 lよ ;Jst分けにτ る。直系基U~1Jn.， λ ない場台:二、配

偶者は うすの の法苛をl:1~1.{;， 1""た Lで、終りの部分は岐点H針への父母‘

社{父吋仁よって均分刈112されるι このよう t 、だ偶者の持J続分(土、

多くても ;V':-1産の7で ~I]'-の までてーある。 JJ~， q-j-民法と比較すれば、本V キこ

おける配偶者の相続分ほ三日j丁辺、J:!i少ない l三日 hiJについては'1'を参月~:) ，~ 

し、ずれにせJ、涜 版伎の法定桐品九九である山系卑属のむ日で(止、均分

。〉原 ~IJ はかつてカらJ::~cûりであった J 丈:1'従 IIÍjは男性しり直系甲尻し弘みが

l継承 l むさたのに対しに現行法、では男女のi古系半属は1しに相続人で

ある G !!ic何者朽続u 、そ主そも I:l~丈朽続とし土異なる灰現に恭っくもので

あるため、 1当分の原則と同係iJτないものであるい

ど泣いえ、J:'II.U:引lRおおける均分プ下手官及び配偶者の削統合、のめは、

完全に安定したものではな vミ。社会部境U!';¥'fじにつれ、 :っしにれする疑

問も自宅、:こ現れ:まとめたロまずilleii当者の情給分にて)'v "て、 JL仁子iイ|に

司法行政却の氏、ナ研究修正吾員会は、民法の改正を i標と Lて、いくう

かの改正のポイ〆 kをttr:円しょ仁その Lドで、 配偶者に正系申hfo;が共に

相続する場台に、その相続分 :;1 凶 "l~すべきか i、例え (;f町内者は 分の

を取jlトJ 残:)は r-:こう寸ける!I と， 'う|品Jiきが技;示弐れ tilEO 、人に、土う分

相続の!貝ヨIiごう， 'で、何年司法ln文部長が「下問問民民:中火叶'，';)年長員会し

対し亡、 Iえ刊日、のゴaにあたって孜定上考慮寸べさ問題 Jを報告 Lた

際に、 i片米L1か札亡きたこの原則に関する疑問が農家相続との開法で

:えれと J すなわち、 わが民{ナIJJ宣汗用字つにつ， 'て:ti:;分布引苛採用し

ている 例え:工、民Jその甲は了白人去、川る c 巾1Ei豆、その排地(土 tJ等 分

に分かれて、干T人の子に判読ιれる。この制lむよ農業社会では公ドで合

理[jちであるが、現代 l 業社会~e(土、 j空 22がJ況に機悦ノごされたため、J!J分

伺針に 4る氾小の良地円誌は撚従イヒを妨げる先のf刊のように、呉JJIJ.を

過度に京IJ分化することは、排イ十不平1;な影響をワーえる可能性があるし

とがコて、貰;米国家のように決売は法口ご白山に処分すべきだと主張守

る者百九 λる。なぜなら、ぞうナると、法拾のj!W分{じが滋けられるのみな

11 寸ロilJ、 1 ，改正〉氏以研究修 11 委ヨ会結 ~1117fミヰi氏iJ、市;íJ~史料全潟、下 ;， -tn

j't+ru:Z出、 九t:J、年九十:八貝

二日社 S7(4<l~沼)lD1S 1'12 J 
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らず、チl土法J$に桜ることがでさす、その独立の清神を言寄っこ炉ができ

るからである。しかしながら、現行話、の均分相続を支持する者iよ、 1室長

の三1i :! -;!:にうゴがわが同の1'1会泣念;ニffわないごと、ぞいて被料品千人が小公

平な H間処う子をする場介は相続をめぐる紛争が起き.¥''Jすいことを理由と

し し iJ、の改正に反対する l 総じてし:え iJ、現行相絞制 I~~;])下守、如何

に J~;ilhc)相J士及 v" その市長'~土問棋を jJfr う 1 主かに関~ -，~ I土、 31なるけ事ιが

必要でおふJiiこいうのである しかし、その後、 JL;六年l二、

民t三¥ffj法1:政訟はri'主院， -反する)がこの~Z-I:':"主に反対していた丈め、

改正作業は Ilt H;~ ~~l:. よつである n二ぺ

現在ではt!)分布絞の原則九止もし土ゃ疑われることはない。実際、農地紘

うよ化の i司~.ITにつ νて、長楽;発足条例第一六条は、第 頃)耕地Jt前後、

一人のflj81~i積が 1， ) 五ヘクタールを満たさな νゐ}奇介は分割方、禁止さ

れて vミる 也し、以下(/)場企はこ(/)限りではない J 炉定吟てお t人 *fil分

化を|坊こつとしているが、 le!ie:による細分化(.t第二百と第山守によ〉いて

例外として汗されて ν、る すなわι、「一ヰ条例修正施行後、+::続

きれt-IJJ也が単到し刈行に分乱きれるJ品合へ P< 木、条例 修正施行間、-v、

有さ礼る耕地が ti-1.$'虫所有にうJ'j討さ tしる場主 cJであ;人さらに第 ;nにI前

T1-1.第三ヨと第Y暗号の共円耕J士:)，が単独WI:イ?にうワ、官りされるが品台には、共何者

の協議あるいは裁判所の時疋'j'lJi)どが必妄である。その分吉IJi去のさ~f'lJi 、

;~、有者殺を起えて(土なら右- ，ゐ ic，U，c定 Lている， ~'II絞 1こよ υ て耕地が共

有 3札口 λる場i今に、紳士，1¥分割後乃筆数プ0"共有者の数まで制限与れてい

るが、口・ 子iヘクタ ルの枝氏引i:1f.U立が;~れ F、士有がfムJ以じた朽

守克仁よる ;~Jì虫剤，:ぅ，}1己の同長虫:土、そのままタ支えれて v ゐるじ これ lャメすして、

~t2 I，J;有のノ州統5j' を引きニげることにI*íしては、最近'C U: K縮財産市!の解

ll-J I-ij託行政泌氏以前先介手I卜長員;-:情「中華):(斗e:;_玉川右史料金漏 I1、川

口、行政官、 九i六千下; )Lべ叫頁)

11" 司法lnl古市民 f:-II汗究惇止委員会編「中キ民三五民民山一方E史料支稲iI'可

法行政部、 九七 J、昨 Jし八五九l王、行正:記長の「法令法，.ej'i(n1歩iEi.こ|児する舟

ボカあるι すなわち 込 iとじ〉 li文ょ菜を t+~~，'L したが、 J、市分は政策トのi年

1トのではなく、 続あるいは安l刊の謝終どけである。このような改止は、事実

|絶対不可欠なものではなし"急逮LZ.~';)るなら、~(.ヘ々に不 l更をもたら j一

とい与ニこで、改li::.1J、Q，)えられたっ

1031 ~lìJ、 Sli4'.'>'8~)lD 全



台湾決ての引税(?);@担におげ品三百分以殺詞))、の機能 (1

釈に d，':)てある松;支材l1tが鮮iJとされたすなわち、夫町 方の死亡は

f、品T;"MJ"珪ftJlの館山市出であり、その場台に来;j';肘詮分配請求tfi(民

法第 わ っ条の、i が ~f:f;""-tると解じた! ーで、配11::.¥-:;t;はまず化亡

陀偶者の遺詮ドついて剰~-~財 i量分配請求権それ使 L うるにl その l で、

りの財産IJ相続財産としし 上丸;、十日続慌のルール:こ Lたがって、生存自己

(尚者と仙の相続人に相続さ才しる。この解釈;土学芸7.:こ広く支持されてL、る c

ト 例i土分かれており iへ最高松て況はまだ'11:i人を十していな v怖に

長刊行政ィ訂以幻{1絞税の 11'1 提問題として、死じ:，WJ の剰余~，J産分配議求権

全肯定しつづけてきた117ハこのよっ l二、'l:t了直:↑点字その保設l二関して、犬

お r!-t.:法的な九年央と示日杭法的な解決を河 h認めた主主哉、似11:r~オ相続分の

引き lげの均認は弐而イヒせず沈静イヒ lてしまった、

7. 悶本との比較

以トでは日本と台湾の宣H共 Ijにおける異同をまとめてみるつ

(1) 遺産共有の形態

ますは遺産 Jミィーの形:~~に悶 Lι 、円本民法第人j!Jl、条内「九一有」が吋主

義の)共有 j か、または l 台有 かは、かつてから河本法では議論の:1'

)(，であっと。

共イj説は、;量詮たむの fi第 四九条よ~T の-;"t，:，fi と同校だと考えるに

をうする i 、各 WIHJ相続人:主、相手:~~tWを治成する II~ 々の財産上におうf

を有し、この持うJ'-iよj室長分:t;:l:Jii:こ準主J1で白庄に処分できる。 i童話の管珪

にワいとは、物1十年法!の共イ;規定(第一苛二条 t.:lる j" 、j岩戸;=を

檎成する共有物であるかi々のl"並び〉分害UPついては、相続y土で遺並う子刊

のとめの~t別の 7 絞がj:Êめられ冶るため(第 JLO六条J 、この山では

物権法上の宍有物分判J)T続と異な i)、約百jとなるコ共有説の十"拠は次

のJうに説'Jitミれているつら告 に、民法は111:1人十三主主原引としており、

ll é'創立板橋Jl'l h 主院八E日午 T青瓦 ~;;í，寸第 号 ι 決:エ、た定:止を採用した、合法

均等法院八五年重家!守司〉五号jJJiたは、合~:;}~~\うを ':Æ~ 4J した J

1 ];'景l凶1: 1~i.法況は、八六年flj'-t第六 八日1判長をはじめ、苛';[:引をほ刊して

き丈:…ぞれは干に花続t;L('，~制する平いである一これまで公表えれ什判決はーと

れ近:ある、

二日社S7(4 <l8.:.) lDl:l 1'141 
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刊 l絞{止、各付 l続人にと〆仁財産収得，I，~(ibJに寸ぎなv、 第一に、相続人力会

人なら以1室長の処分が可認であるのに、後数になると処分が不可能と

なる介」甲町な摂燃に乏しいわ訴 に、 J守分の処分奇主主効にすれば いワ

単独l肝有となるかう守} 首仁小明であるれめ、係 者;ィ、慌のj~涯を守

えるロJ民性があ，')、分割前の~):J'による取得有を 1民投し、 ~"J 1の安fを

ぼかるためには、弐有説i1SJJ滑りである l丸信回に、九仁、7L条ただし存l土、

遺産 jJri~ 戸jの処 jJ tJ t;Þ-i 匁i]であることを吉川2 と F るものであり、 JL Cì JL条

木文の遡及効力ミ i t;lll~l~ されて，'ることは、遺産の共liiJrji1Jが l 共右 であ

るこ〉を恨拠づ:十るものである、この規定が{1在寸る以 、:読売の総合

号、書，のために、分説までの圭律関将を単純化するといそ干ljdl行にもかかわ

らず、合右足i宇とることはで告ない"り、

こ礼lこ対して、 {tH~;U土;1;<のように _TÆにしている、 j宣産カ ft~' となる

t、各共同村読人l玉、相続財産全休に lj して t占，~(i'円なJすうすのみを有寸る ρ

相続財汗を総成宇る個々の財汗 iへの符共同相続人の具仏政な付分(d:，認

めら札ないυLたがって、静j々 の引佐についての持乃の談校はおりえな

1，'-，も円も止、合毛~をÇ:l~;fi2すれ t芝、この土うな j~:々の討JZ ト U)抗ヲ了女2

7fl土町効となるが、主存 者 L苦手誌にl世:))を保護する 12，災判ーを宅倍、し、

狩J.ilずに前lL~~))~条/こだし舎が設けられている。遺庄が合円 "1 広と!経吋れ

るこ、 111，ミst主主L:属する権利は全員共同で1J伎しなければならず、相続

対産 l こ!町J;" 債務も相続人主民が;~、:r:;j -~プ負担1 る さらに、台イミ財j空の

管珪にうし λては、民法ーの競どを欠くため、第 四万L条);lトの共有規~J.

用戸れるほかないりその和弘、行イj舟の恨闘は以下のように要約手

れる J お l 、九UjL-'4:o一本文(土分割引7TIJ及効を認めでたり、かつ、 ;f11:〉

六条によって住々の世~-ijI告は 切の事情をき!択し仁分割されるグ)ゼあるか

ら、処分された達雨空を処分す?以外 J)花続人が取得すると波及効によって

処分考は初めから十世利がな ν 、三とになり、その処分は金~jjリとなる， Iた

がっ七、分割前には持分を処分1ることができな u与とfイ寸べきであ

"丸出木寺共 ì l1 j柁絞則産〈つけ'8'，也監家紋法大~" VJ ，~ (右斐|司、 ブ1ハCノi

六)~頁、

l1S中川書之対立体ケ沈静栴校法，峠津 川J(;:去え祉、 九五 午--_..<) 

n。

l0fi.l ~lìJ、 Sii4. 郎、 19.:.2



台湾決ての引税(?);@担におげ品三百分以殺詞))、の機能 (1

る" 告書ーに、相続によっつ、出産に属するものは、被刷続人かλ刷続人

¥i古tiJに本正ぶされると l寸構成がとられており、分割の巡及効と中日まっ

亡、治;イーの長有{土、 J支配分訟としぺ特殊な日約のず段たる rf11 に寸ぎな

い 12' 第 _=t 、た:，州1;;売人 ri 童詮を世話 ti01 ャ Z'"奇:~:; L-. Fどの-~体のLi'ボ;

続分をもってお:)、各何の財斥を共有的にZ矢継するものではなし戸主主 )L:に、

湾沖分判までの 時lぬな::!tH所有であると与えるならば、 iJJオ関係を

にしないため;、 i立、fr分処分のが汀|すなわち合有こ考えるのjア手当である。

ζt r. の論争に対して、共 H!~-'f::ì布かを決定する 22並立はな L と νぺ学iki

がイ了子t-J る 1い(〆〉まり、日以民話、ーの JU司相続財烹のよ*~保(之、 !l.有と合

れのいずれともノじ士には 致せず、ある rgj路については合布説からのほ

うが説司jL ..>(":>-t" ，が、似の問題についごは逆であるつぞのため、重要な

幻 l土、道産を構成 pうf目々のHJ，産¥，~対1 るJl;H桁続人(7)権利がドのよう

なものか、宅島-CJj炉の間ノネ;士ドのように扱われζjかである什乙のような

字説に託子J力をi惑とつつも、台湾とえ絞するた旬、こごでは日本の川111引

のは得、すなわ九共有訟に依拠することとする rバえば、最判昭和 C 

年干有刀=一円民集 J()tf:六号七 )1二円J土、J:(i人形成の前後を議乙、遺産 共

有は上"i1、第一四九条以下に#ihよす之 l 共有 とその七;寅を異にするもの

ではないと 1淳子べ d-Cあるとしと。

では、制かくみれば、 j量詮千情]~~，すゐ個々の~)詮 る共同相続人

の権利/えぴ第竺者iの謝係は、百本と台湾ではどのよへな宍i川jがあるのか(

(2:1 相続債権と債務

まれま "1う3、億株につし川、ヨ本の判j，'j(j 一貫して各桐Mi人にと当然分民

帰属すると宅干しているにl 大百二院大Ii九年 一月 三判決 L氏録一 J、 ~il

-\....)六:::::.-~)よ、 I ]ii厚相絞人数人ア，)~-iゐ合二於'T-J-l相続財産 t1 金銭

依持イチスル P ヰーハ其偵 11三ハJ、律上吋i然う寸前ゼラ ~1千J電 i話相続人刀ギ等ノ

割イ:ーニちンテ滑車!ヲノ~"iス凡コト技法第|川下マ i己条/出志ょ二虫、ンィ旬二時コ

山政認可ミIj、大玄 r~} ，:ね ( '/;-jJt百京、一九七一年j 六ノLf'l1頁し

I?i W表情 、ほ九十支共判官;~放法・ね続iL， 1，11ノ十年日会新社、 九 J

I1 、|九l 六~，

山鈴木tJ'.月、『桐説法己主義 L改L版J，(ぷJ主主上、 九九λ年) 川h，-，

n。
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白ナ'):とし亡、さらにこの判明lを路義し、最高決1昭和一九イn司灯八日

ァ IJ弘司法乏生八{:&[!]-C}八 九玄) iよ、 相続人数人ある場台において、そ

の十号九日目!;i.f2f巾 1 の1tiJ.の"1旬、法権あると主:止、その法権{立法律 ι さl:i

然分割され各 )~.lliJ相続人がその有 l続分l.~b じて権利を 1詐称寸る」として

しゐる ミえ;こ、ィ、 を相絞 1--I:~ ぬ己に、よ-，:;-1J十日絞への 人{よ、ペ、共

H花続人のために民千丁請求することがと主る η

円分i古務lこっドても、判例(止、ロJ"ナ↑古慢のj品f?と同様に、当夕日iご各伝

統人のね続分に応じて分害J されると L うd 大決UイH日五年一 月凶tJK集

九科一 一ぺ買は、 ;-:~7育相続人数人アノレ場企二於、ァ JU可十日続}....'、十円続

分ニ応~テ伎朽続人ノ示l義務ヲ承持者スルモノニンチ其ノ朽続分ハ万

ノ十1J定ゾキ pキハ平与す Lハ1攻相続人ノ会主主債務瓦ノ flli."l公債務ー(す子

ハ存自分担シ、ドミ字/割fT 於テ J責務ヲ負担スルモノャンテ iif'目安イニヲ会

とマ又ハ不戸j分債務守tミピモノこ宇吋ノレコドハ氏?)、第一-c一て条害事同一

七条/勾定二 i友'1印jナ 1).Jと'l'IJ示しとρ るc

述'九億i1.i(っし γJ、最高裁日百荊i一四年/、月 jしIi判決(民主 老人

号七千干七点)は、連帯!責務者山 人が化亡し汗馬台においご、その倒絞人

らが、被中::~克人のli'iJ芳♂)0}j1'-;:; さ礼たものを写、各Idその手、和た車在日正

において、本来の1責務者とこもに1皇帝債務者となると出している p 小 IIJ分

|読さ 11た湯令(例去 l工、不iri);庄の引波義務に犬、 IJUR干 ーの年

ヨ 日法学刊号 h口;に(土、 :ついて隠れの責

停をごミろじすなわち、 j点格者iよ甘[HJt人の 人に令部の!抑止f丁を議主しうる。

苧~~.-c. は債権 l 関じ亡、口j 分悼を有じといても相主主こよりヂ "1 旬、法権

イヒLて遺並分内まではた:，.1相続人全只γ共有されると角干する説(ボ:'J分

債権J4j問、相絞人4員の{j.有に!司するtii産を構成する合有債権を訴す

ゐER(台有法I?i説ノ 1 などがあるご依務に関しては、太可分渋滞説1ぺ
JT有債務説山などが為心。fz芭すべき訟のは、「のような学設の対，1が、

1勺柚本岩手 'lUI吋相続法論， !石t:tr持l、 !L.I行 午) 八ノL貞リ

l J U藤_~t8 相続法 F何(卜 i¥ (，YJ、土tど¥ 'c二八年 r二ハ万三

1コ仙本各「判例相続法論.11 1，有五問、一九f1二年l ーへ八日 J

I!I; W安うz. -\~C.í 九十主共判官;~放法・ね続法 U I.t(手口会新社、 ~1LF

:ri.: ----，'¥.頁}
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台湾決ての引税(?);@担におげ品三百分以殺詞，)、の機能 (1

刊 l続財産の;~、 :iij所有同長を共有と るかて了有と鮮するかに Lない

ことである η むしろその花涯は、相続債権者と共I"j相続人のい fれを保

設すJく主かに F与する \'f)品の .Hìji長;ニ 111来するものどある 1~7 判1I升」甲品îìf 正当

然分割説::-111"どLごし、るが、それは宣詮分割グ〉総合性歩波長:-?-，、ねない

と晃印可 1Ji~ する "，y~~，見があるよ J

とてし A え l工、判l'刊は可分債権依務に"，)し Aて、共1，，1相続人の相続分に

芯じてうf司され、谷共同伝統人i二涜属されると考えている}すなわち、

これらの債権債務は共布でさえなく、相続分の吉i介でここに分割されて、

J、，i1J十日続人各人に移転されてしまうと珂解されとし、る、戸しを換えれば、

可分債格{責務l土台 不動必 税金と具な打、活必分割の対象l付注とな

、，<_ .1::: 
レ:，l;~.-h v，.u 

そ礼lこIずして、 {ii前 お け る !tI1'正i王位と干責務i土、↑也(7)遺産と Jt.:二 J~:d

相続人悶の合有に属して 1ρ るかん、遺産分可jまで共同相続人;士山1虫で九

分の.Ie絞うすに相当 tるI下分を処分 Fることがで主ないc そして、合千jの

債権と債 J3に下与する訴訟では、共同十:~'克人は全体守)京 iil ある vBi土数十ll こ

なるべきかをめぐる争L叶 ρ多い〈州統債務はが:J-:H:C)条文に上)ご連帯f去

三な Jたため、民権者は共1，，1相続人の 人に;.J'-ても全部のl夜行を訂

ぷで主る。棺晶:青付f: につ\，"，てはこのよつな ~jj':才、がなく、 tl;i711の見解もはっ

きりしていないので、た同村 l絞人の へは全杯のため;、法務吉 (，:，~h~わや

.，青コ，j::'-うるかが定かでして右.，ゐ ¥"ーすれにセよ、債権レノ盲j努の才，'.f~t~方法;1.:

異論はあるものの、それが共H相続人の台有に馬し、自由に処分されな

いここは院法いないのである代二の。r うな状態1;1追配分割まで紛争止する r

(3) 遺産の管理、使用収益と処分

';j¥こ:二、 ;V，:-ijI告の管JI)I，~こっし:て、日オにおける州統財産はよ" :;'1J相絞人(:共

有さ才しる '.H本氏辺、第八九八4?-Jかι、その骨子唱:土、相続分の割台に宇[

い、必半数で決める(民法治 初 条本正).1"し、 l;，c.{i行為{止さ九単

独でできる(第 五 条えだし吉)，杭;~Æ財産の!主}II 収託 1: .刊ミては、

1:::'; f斗:1':.11半崎 l;-J釈正法

一八1;':t

¥.{J斐割、 九七u了) [11 ，iLi:合引)] じF

l 明伊路上土ロ相涜itJ~ 台装i司、 むつ λ1:::: --:h~ .R 

1';'，帯同家畜:Iij和問CJ年ハ月 日家裁月報 乙ずち A り }/頁
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第一 JL:)L粂l土、 l 各共有苫{止、共有物の主部lこ{れ:て、ふのすすうfに応じ

てJ吏)IJを1ることができる l と規 J七している口民主白となるのは、相続人

の 部が;lH配分認可Jの犬有財汗そ現廷にill-{[ . ~t用・以益を:í!liill するこ

とは、ぉ一日九条 ;fIりする白かである J これ1> コ v 暑では以:、の主~iljjOHIJ

ouがある f

花続旬、が渦半数をおえる甘E絞人クレプによる、被相続人の';:'-I;ijかι
j宣主である建物l!と(+している にの 人~，~'" t~ する別治口17ぶじつい

亡、 lUI止J裁日，HU凶一年五河一九ゴ [1;iた u=~ -t長 o量五号力以七百ノ f土、「こ

のような場合、右の γ主主J十分権持は斗→:のJf?f によって、-Jl 有:;~却を使m

収託ずる花院をイJ iJ 、これに長づいて共 "f;~却を l ぺイJ ト乙ものと認められ

るからである」として、多数持分権右が少数n分権主に対する共H物の

巧筏清求をe.i定"--(さ片に、:I-u.産分割前:ご、立産である建物に居住 L

ていない相続人んは、居住している相続人らに対してその占有使用に

よってr:: じた賃料情当額の出常取償を三とめた事件がある。 I1い-Fb裁で良八

年 月 ヒli判決(氏集hfごを Cサ 七ヒ八頁)は、 *itH:~売人と同

I~.(/) 相手て人(1-: (/)聞におL川、被ノ引ML人が死亡し十月九tか|長j立「7L713;でも、

遺産主分別}こより建:却のオ有|町長が最終1';Sfご時 'l~ するまでの :H1 ~止、引き続

主同j，~;の十日に~~物を無位で{吏用さ士る合 Jりがあったものと折 i認した

で、このような賃料訓、'i訴の料百賠償訂求主透けたに 1Iントの裁'l-t，Yrは

このように、相続人間の家再!UJ土・禾Iii;Jをめぐる哉、争l土、遺産分吾UHえ
のLj.J-e 旬7P;大すべきであるとし、遺産分FJj までは 1i!甘E続人手~L主;刊の状態

に凍結ておくとし、うね持奇問らかにじ

り吉i量全体の l_~ (l)) 社j続分を各社j続人(土自由i処分できる(お九CiJ[

粂"符定の財産について相続分(~寺分)の応分 Yよ、共有J寺分の処分で

あるため、じと臼にで主ゐコしかし、花結昨を構成す之p河川の肘対J)処

分いっしるて、それは技法第ーガ 条の 党更」 い当たるので、合同の司

意を安する

これに対しに台:ηの法烹に悶 jる長:JFj1;. 1¥史!日以irf:.処うI:土、すベて

lめれ近健町民法八九八条・ヘ九九条 l遺註共有j 広伴俊雄・呈封史編「民

法.tJt~， C)否イi 町(fl~i l]r;的矧祭t 当夜疾~~ .相杭~吊右斐問、 九九人'if) 以 l

頁{
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台湾法での千円続の沼佳における辺自分減殺請求の機能 (1

民法第八二八条二項の範囲に入札共同相続人全体で行使しなければな

らない(例外は|地に関する多数決九共川相続人が単独でできることは、

非常に限られている p

(4) 登記

日本における相続を原因とした共有の登記は、保存行為とされ(第二

4一条ただし吉)、各相続人が他の共川相続人の協}Jなしで申請するこ

とができる。さらに、」共与同桐統人の一人が他の共同+桐円続人に無l附判析;

不重劃動司訪J産のな記名喪をを:8勝毒子に白己σの)単4独l山(相i続涜σの)そな王記をしたうえで、 当該不

動産を第 苫に議i度して移転登記をした場合に、最高裁(昭和-八年

月 H判決、民集一仁溢一日て二五円)は、このようなな記を得た第

一苫に刻して、他の共同相続人は自己の持分を登記なくしても刻抗しう

ると解した。すなわち、長l司裁は相続人の保護を附り、相続分にキ日斗す

る持分は登記しなくても第二苫に刻抗できると判断した。さらに、相続

小動y-tについての小真正な登記の抹i肖や相続不動y-tに対する小法，Ii拠等の

妨害を排除することも、保存行為とされ、各相続人が単独で前求できる。

これに対して、台湾では芥相続人は単独で「公同所右(合有)の主主記」

を申請することができるが、 般の共有の登記をすることができない。

その他、 fRに共同相続人の一人が他の共同相続人に証断で小割U~去を第三

者に譲渡し、かつ登記も移転した場台に、第一者は登記の公信力の保護

によって、共同相続人にその権利収得を土張できるつ

(5) 各相続人の相続分の割合

日本における最優先順位の法定桐絞人は、被相続人の子である(民法

第八八七条第 項)。了がいない場台に、第八八八条により、被相続人

のl白系尊属と兄弟姉妹は順に相続人となる。なお、被相続人の配偶者は

常に他の相続人と I，'J順iずで相続人となる(第八九ひ条)。

台湾と比較してみれば、まず台汚における第一順位の桐絞人は '1白系

町民」であるのに対して、 H本は「チ」に|操る。川和二仁年改11日IJに、

円本の111条主も直系半属であったが、当設改正で「子」だけとなったっ

そうすると、孫以 l、の直系守属は、本来の相続人ではなく、代襲相続人

として相続よることがあるに Fぎないc そして、{也の法定相続人をみて

みれば、相父母のJII!Hすは、 H 本では 7G~'J姉妹より優先するが、台湾では

兄弟姉妹に劣後するに直系尊属相続人は、日本では特に範囲制限がない

北法57(4-37;))1叩7 [lOOJ 
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H附 日見

が、台湾では祖父母までである。

次は相続分に関して、 H木氏法第九00条四号によれば、了、直系尊

1"，又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は桐当しいものとする。

この点はずれ背民法第 二九条の規どと I，'J様である。但し、 1111.族相続人

と配偶有が 緒に桐材じする場合に、日本における相続分の配分は台湾と

異なる山分が多いc H木氏法第九00条 号によれば、配偶者と了が相

続人であるときは、それぞれの相続分は二分のーである。そう tると、

千が 人である場合に、 H本も介湾も配偶者とチの相続分は汗一分の

であるが、子が人いる場合に、円本では子人の相続分は分のの

半分、すなわち凶分のーであり、配偶者の相続分は 分のーである。 fi

mでは子と配偶者で頭分けするため、各人の相続分は一分のーである η

つまり、千が複数ある均台に、 H本における配偶者の相続分は台湾のそ

れより多い。さらに、配偶者と父母が共に相続する場合に、円本におけ

る配偶者相続分は三分の二であるのに対して、台湾では二分のーにすき

ないじ配偶者と児弟姉妹が共同で相続する場合に、日本における配偶者

相続分は川分の三であるのに対して、台湾では二分の にすぎない。{口

し、配偶者と祖父母が共に材|続する場合に、円本も台il立も配偶者の相続

分は三分のこである。このようにみると、大部分の状況の卜で、日本に

おける配偶者の相続分は台湾より高いといえる。

なお、嫡出でないて千の相続分に闘して、日本民法第九00条|叫号ただ

し書は、嫡出了の半分とシとめているのに対して、 f712きにはこのような特

別の規定がなく、(認知などによって)法律上の親子関係がある限り、

その相続分は他の摘出了と何ら異ならないじそして、父母の hのみを

同じくする半血の兄弟姉妹の桐続分は、日本では父母のJY..方を同じくす

る比約姉妹の相続分の一分の であるのに対して、台湾ではこの|メ別が

なく、相続分は fべて守しいものであるつさらに、代襲桐絞について、

H本では全ての法定Illl1i3:相続人について代襲を認めている(第八八仁条

第項、第八八九条第 頃)のに対して、台市では直系半属についてだ

け代襲相続を白定する(第一一凶O条)。

(6) まとめ

卜述したことに慕づいて、以|、のように結論することができょう。す

なわち、 遺産を構成する側々の財産に対する共同相続人の権利について

]
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台湾決ての引税(?);@担におげ品三百分以殺詞))、の機能 {1

いλ;工、日本では ;liI"J 十 :::~t:" 人はご勺の制令主うf を日 I r:: :'J&うfでき、しかも、

1室長の 出(可分伯作とf主務)は相続分に !，i<じて共H相続/---!，二分割帰属

守るわそのため、法任の結{'iiJ，lt較的ル』ズである代ごれに士nて、 {7

:まJni;社J続人(土自由ドイ[]続分を処分引きず、 ;!tllij村l続ノリャ分司l帰属

のものもないとめ、世~-ijI告は!と説的日体作シ *;-[iG'-'I'サが強いハ';j¥こ:二、さ声 高

との関係についていえ ，ドの犬有~\(，C')卜ではよ竜洋を汁象とす-;[; !t:;'i ~'~ 

の交J実が円苛i 行われ、取引の安令が保議メれる J 他 刀 で 、 のJT有

~~tの十では持分の処分が禁止されお:.')、取引円安全子妨げられるとι、わ

れるが、不劫烹のな吉己に公{百々があるため、取引の安ムはそこで配点さ

れることとなる c まと、朽続人の指針分の割合について抑止史的に#察す

れば、伝統巾医の桝人二縦人}の範聞はlは子だけであり、lJ~，ぞi と十弓

斗異争っているが、相続人川会わち尽子 i叫')(1，写した ~.j 産:土、人数に

ょっ -C:E]')} されるもの1ゃあるツf柏市売の Jt;'~ 問 もf*たれて v、る、

持続~:~n，が共同情絞人の合 1"1 :.こ属する決{主の h で、すでに i:;~，べた;~り、

各jh同制1;;三人は自由じ州統財詮を処分することが εきない J 経済流JAの

角flrか.見れば、合右の状態は非常に小(世である(合右ごあるif:i歪九一有

の;よ作Jλセドi士、， :，~ミ.>\:J '~設 の観念が汚くなってきたばj柱、もはベコ

判定的・ 時自j<;な状主主に子ぎに永続的な安定 Lたものとはいえな¥，--.-

したがハて、ネ;には遺仕分烈ニ子絞が必妄となる。すなわち、村l絞肘仕事

憐成する tの討廷が、どの相手三人にう有hf;l;するかは、最終了jには遺産分配

H涜で伴f乙されるコ :llL、i童話分百1)0)際に、 13l壱す ζきl北京!よ恨めて多

岐にわたる半 l民7士の定めといる法定用車γ句、い従い旬、吉IJ-j-.rしは刊ょいと

いうわけではな v'_ どのため、 j量y三 分割 の過程と不米(1)';士山相j絞う子i

修正を"，;1えうる様々な要素を J室に検討すべきである f リ、i'E.付1絞 jJ"に対

する 1't: とは ~it甘E絞人J)二重円によゐ処分であゐ。よ竜門 b 出の大原則にぷ

ワ主、制かに~}~相絞人 I~ èl:'iに _~Ec いよって、法定情続分の lハl 干千と 'J' 、な

足型LうJを1Jうことつずできるが、そのヨ訂には「送制分 とL う，1，:11誤があ

る n 副知の通 i) 、波留 jfは、一三~監の位、三相続人に留保守べき最小限

の相続別ぽであ打、;十日中去の法72原口;jに芹jする徒十日続:人の吉忠による攻

~R を法定L宇、川内浦j からいわば巻き足すためもの，，1ともて，われている l

iつムミ守ノド市味iづ相続法事設[改訂版1J~ ;:~;:丈折、 九九人 '1 五 Rs 

二日社S7(4<173)lD(コ5 ~1()2 j 
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よって、法摩分割の過挫で配虚しなければならない「法三による財摩処

分」を検討する liiiに、「遺百による財並処分」に制限を加える「遺悼分

制度」を検討よるつ

*本稿は、北海道大学審斉|専上(法苧)宇佐論Jヒ(二00六作六月 "0

H授守)に補筆したものである。

[H氾] ItiJと57(4-372)1904




